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応急仮設住宅建設候補地一覧（令和５年３月）

彦島地区公園 下関市彦島迫町4丁目 8,000㎡ 80

小月公園 下関市小月公園町 4,500㎡ 45

秋根記念公園 下関市秋根西町1丁目 4,000㎡ 40

安岡地区公園 下関市安岡町4丁目 7,600㎡ 76

下関市垢田運動場 下関市大字垢田 5,700㎡ 57

グラウンド（旧豊田西中学校） 下関市豊田町大字浮石字寺籠2593番2他 8,500㎡ 85

豊洋運動公園　グランド 下関市豊浦町大字黒井2826番地2 13,000㎡ 130

芝生広場（夢ヶ丘公園） 下関市豊浦町大字小串88番地 9,000㎡ 90

グラウンド（旧豊北第二中学校） 下関市豊北町大字神田上2773番地 7,200㎡ 72

グラウンド（旧豊北第三中学校） 下関市豊北町大字阿川3864番地4 11,300㎡ 113

豊北総合運動公園多目的グラウンド・芝広場 下関市豊北町大字滝部2914番地 18,100㎡ 181

多目的グラウンド（田耕市民グラウンド） 下関市豊北町大字田耕4332番地2 5,300㎡ 53

一里山公園 下関市椋野町一丁目 3,500㎡ 35

戦場ヶ原公園 下関市後田町五丁目 4,500㎡ 45

金比羅公園 下関市金比羅町 5,400㎡ 54

桜山近隣公園 下関市上新地二丁目 1,500㎡ 15

中六波町運動広場 下関市長府中六波町 1,500㎡ 15

木屋川近隣公園 下関市木屋川一丁目 7,000㎡ 70

川中東部公園 下関市川中豊町四丁目 5,000㎡ 50

川中中央公園 下関市伊倉新町五丁目 6,000㎡ 60

下市多目的広場 下関市菊川町大字田部322-3、324、325-1、326、327、535-5 4,360㎡ 43

旧殿居小学校 下関市豊田町大字殿居1040番地1 8,200㎡ 82

多目的広場（市民センター） 下関市東神田町9-1 1,600㎡ 16

150,760㎡ 1,507

グランド（恩田公園） 恩田町４丁目 7,600㎡ 76

公園（宮地街区公園） 宮地町 1,500㎡ 15

遊休地（旧中山第2浄水場） 大字中山字黒鳥他 8,500㎡ 85

グランド（アクトビレッジおの） 大字小野字大日原 8,000㎡ 80

公園（小羽山中央公園） 南小羽山町２丁目 7,100㎡ 71

グランド（常盤公園スポーツ広場） 大字沖宇部字土取 10,000㎡ 100

公園（請川公園） あすとぴあ３丁目 5,400㎡ 54

グランド（黒石体育広場） 大字東須惠字宮の馬場 8,100㎡ 81

グランド（楠体育広場） 大字西万倉字口ノ坪 8,400㎡ 84

遊休地（旧吉部小学校グラウンド跡地） 大字東吉部字市の森他 5,800㎡ 58

片倉公園グランド あすとぴあ５丁目 5,700㎡ 57

琴崎公園 大字上宇部字高田 3,900㎡ 39

岩鼻公園 松崎町他 1,200㎡ 12

際波街区公園 大字際波字南迫 1,400㎡ 14

船木中央公園 大字船木 1,200㎡ 12

ときわ少年キャンプ場（旧青年の家） 宇部市大字沖宇部 2,300㎡ 23

ときわ公園　東駐車場（第2駐車場） 宇部市大字沖宇部254番地 6,300㎡ 63

ときわ公園　臨時駐車場　 宇部市大字沖宇部283番地 3,800㎡ 38

恩田運動公園野球場 恩田町四丁目1番4号 13,000㎡ 130

恩田運動公園野球場駐車場① 野原一丁目2872番地2他 5,300㎡ 53

恩田運動公園野球場駐車場② 恩田町三丁目3223番地2他 2,000㎡ 20

恩田運動公園野球場駐車場③ 恩田町三丁目3224番地6他 2,600㎡ 26

ときわ公園多目的広場 大字上宇部字土取310番地 14,000㎡ 140

西山運動広場 大字船木字西田4613番地7 4,000㎡ 40

ときわ公園多目的広場駐車場 大字沖宇部321番地 1,500㎡ 15

ときわ公園南駐車場 亀浦一丁目1番地内 5,300㎡ 53

ときわ公園西駐車場 野中三丁目3番地内 6,400㎡ 64

東岐波小学校グラウンド 大字東岐波字立山3853番地 6,400㎡ 64

西岐波小学校グラウンド 床波三丁目4番10号 7,200㎡ 72

恩田小学校グラウンド 笹山町一丁目4番1号 7,600㎡ 76

上宇部小学校グラウンド 大小路三丁目2番17号 13,600㎡ 136

藤山小学校グラウンド 上条四丁目4番1号 6,800㎡ 68

厚南小学校グラウンド 大字東須惠字下岡の上234番地 10,100㎡ 101

原小学校グラウンド 大字東須惠字沖赤松4267番地 8,700㎡ 87

厚東小学校グラウンド 大字棚井字旦山7番地1 13,000㎡ 130

二俣瀬小学校グラウンド 大字車地字市原36番地 4,800㎡ 48

小野小学校グラウンド 大字小野字宮脇8317番地2 7,000㎡ 70

常盤小学校グラウンド 大字西岐波字論瀬1337番地12 7,800㎡ 78

小羽山小学校グラウンド 東小羽山町一丁目4番13号 8,900㎡ 89

西宇部小学校グラウンド 大字際波字北迫527番地1 11,000㎡ 110

川上小学校グラウンド 大字川上字上荒野20086番地1 10,600㎡ 106

吉部小学校グラウンド 大字東吉部字埴生3425番地1 5,100㎡ 51

万倉小学校グラウンド 大字西万倉字宮ノ後1761番地1 3,400㎡ 34

船木小学校グラウンド 大字船木字岡西4483+D8+D72 7,100㎡ 71

東岐波中学校グラウンド 大字東岐波字向山3828番地 10,800㎡ 108

西岐波中学校グラウンド 床波四丁目1番40号 7,500㎡ 75

常盤中学校グラウンド 上野中町3番40号 13,700㎡ 137

上宇部中学校グラウンド 沼二丁目4番8号 8,400㎡ 84

桃山中学校グラウンド 大字小串字蛭子田671番地 14,700㎡ 147

厚南中学校グラウンド 大字東須惠字上岡の上222番地 11,100㎡ 111

川上中学校グラウンド 大字西岐波字萩原6531番地 16,200㎡ 162

黒石中学校グラウンド 大字東須惠字見妙田20476番地2 15,400㎡ 154

建設可能面積
（※1）

建設可能
戸数（概
数）

（※2）

宇部市

下関市

小計

市町名 名　　　称 住　　　所
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建設可能面積
（※1）

建設可能
戸数（概
数）

（※2）

市町名 名　　　称 住　　　所

楠中学校グラウンド 大字船木字岡西4481番地 16,100㎡ 161

403,300㎡ 4,033

宇部市

小計

- 2 -



3/5

建設可能面積
（※1）

建設可能
戸数（概
数）

（※2）

市町名 名　　　称 住　　　所

旧篠目小学校グラウンド 山口市阿東篠目379 6,200㎡ 62

旧三谷小学校グラウンド 山口市阿東生雲東分1221 1,000㎡ 10

旧柚野中学校グラウンド 山口市徳地柚木180 1,500㎡ 15

維新百年記念公園球技場 山口市維新公園4丁目 20,700㎡ 207

山口市ｽﾎﾟｰﾂの森西京ｽﾀｼﾞｱﾑ 山口市宮野上237 36,100㎡ 361

山口情報芸術ｾﾝﾀｰ（中央公園） 山口市中園町1 16,500㎡ 165

小郡運動公園 山口市小郡円座1550-109 7,000㎡ 70

河原谷公園 (山口テクノパーク内) 山口市佐山3-4 6,700㎡ 67

山口市南部運動広場 山口市嘉川5458-1 7,400㎡ 74

阿東山村広場 山口市阿東徳佐下46番地 6,000㎡ 60

阿東運動広場多目的広場 山口市阿東地福下235-4 20,000㎡ 200

旧亀山小学校グラウンド 山口市阿東徳佐上1485-1 3,200㎡ 32

藤尾山公園 山口市佐山２３６９他 2,800㎡ 28

135,100㎡ 1,351

旧山口県立奈古高校須佐分校　グラウンド 萩市大字須佐５２００番地４ 2,000㎡ 20

田万川コミュニティセンター　　　　敷地内 萩市大字江﨑３２０番地１ 1,700㎡ 17

下小川ふれあいセンター敷地内 萩市大字下小川１７３１番地１ 1,200㎡ 12

土原グラウンド 萩市大字土原５２８番地２ 3,000㎡ 30

萩市旭農林漁業者等山村広場 萩市大字佐々並２７５３番地ほか 8,600㎡ 86

萩市須佐グラウンド 萩市大字須佐３１６５番地１ 8,600㎡ 86

立野集会所、倉庫、グラウンド 萩市川上１４２５番地、１４３２番地、１４３２番地１ 1,200㎡ 12

陶芸の村公園催し物広場 萩市大字椿東179番地 2,200㎡ 22

陶芸の村公園催交流広場 萩市大字椿東1289番地 1,500㎡ 15

草仮置き場 萩市大字吉部上853番地1外 1,000㎡ 10

陶芸の村公園展示広場 萩市大字椿東1287番地2 4,500㎡ 45

陶芸の村公園展望広場 萩市大字椿東177番地2 700㎡ 7

陶芸の村公園隣接広場 萩市大字椿東1300番地2 2,500㎡ 25

中ノ倉町内会事業用地 萩市大字椿東2260番地1 3,100㎡ 31

はなもゆ多目的広場 萩市大字山田12406番地 2,100㎡ 21

萩ウェルネスパークゲートボール場 萩市大字椿 700㎡ 7

萩ウェルネスパーク芝生広場 萩市大字椿 5,000㎡ 50

49,600㎡ 496

牟礼中学校グラウンド 防府市敷山町1-1 14,800㎡ 148

松崎小学校グラウンド 防府市松崎町1-1 10,500㎡ 105

西浦小学校グラウンド 防府市大字西浦1944-1 11,600㎡ 116

岩畠公園 防府市岩畠一丁目3930 1,700㎡ 17

三田尻御茶屋公園 防府市お茶屋町1307-1外 1,300㎡ 13

大道中学校グラウンド 防府市大字大道1124 6,700㎡ 67

富海小学校グラウンド 防府市大字富海1248 4,500㎡ 45

富海中学校グラウンド 防府市大字富海1246-1 6,000㎡ 60

華西中学校グラウンド 防府市大字西浦10545-2 3,800㎡ 38

60,900㎡ 609

葉山グラウンド 下松市葉山1丁目819番34号 18,300㎡ 183

下松スポーツ公園総合グラウンド 下松市大字河内字恋路140番 22,800㎡ 228

生野屋コミュニティ広場 下松市生野屋5-555-1 3,000㎡ 30

下松市東陽６丁目５番 瀧ノ口公園 6,800㎡ 68

下松市地域交流センター　ふれあい広場 下松市生野屋南1丁目338-3 7,800㎡ 78

下松市勤労者総合福祉センター多目的広場 下松市潮音町2丁目16番8号 2,300㎡ 23

61,000㎡ 610

萩市

小計

防府市

小計

下松市

小計

山口市

小計
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建設可能面積
（※1）

建設可能
戸数（概
数）

（※2）

市町名 名　　　称 住　　　所

由宇グラウンド 岩国市由宇町中央二丁目19 7,000㎡ 70

玖珂総合公園 岩国市玖珂町3800-1 60,800㎡ 608

美和総合グラウンド 岩国市美和町生見2116 4,000㎡ 40

本郷支所駐車場 岩国市本郷町本郷2102-1、2103 4,200㎡ 42

サン・ビレッジ周東 岩国市周東町用田　山137－16外 10,600㎡ 106

旧祖生東小学校グラウンド 岩国市周東町祖生1480 600㎡ 6

旧河内中学校 岩国市土生64の一部 5,400㎡ 54

玖珂中央小学校 岩国市玖珂町4930 8,300㎡ 83

周東中央グラウンド 岩国市周東町下久原1152-2他 7,600㎡ 76

旧三瀬川小学校 岩国市周東町三瀬川1330 3,400㎡ 34

旧深須小学校 岩国市錦町須川3319 3,100㎡ 31

旧河山小学校グラウンド（美川河山運動広場） 岩国市美川町四馬神131-4 2,500㎡ 25

旧西畑小学校 岩国市美和町西畑431-2 3,600㎡ 36

旧たかもり保育園 岩国市周東町下久原1152-3他 5,800㎡ 58

浪の浦街区公園 岩国市通津2096-86 1,700㎡ 17

海土路街区公園 岩国市海土路町二丁目1487-1 800㎡ 8

海土路第二街区公園 岩国市海土路町二丁目1909 2,700㎡ 27

室の木台第一街区公園 岩国市室の木町四丁目10138-86 1,300㎡ 13

明生台街区公園 岩国市平田一丁目43-147 1,000㎡ 10

山中街区公園 岩国市南岩国町二丁目2364-5 2,600㎡ 26

梅が丘第一街区公園 岩国市平田六丁目1154-1 4,100㎡ 41

梅が丘第二街区公園 岩国市平田六丁目1144-1 4,700㎡ 47

梅が丘第三街区公園 岩国市平田六丁目1129 1,800㎡ 18

梅が丘第四街区公園 岩国市平田六丁目1133-7 4,600㎡ 46

南岩国第一街区公園 岩国市南岩国町二丁目10003-403 1,900㎡ 19

南岩国第二街区公園 岩国市南岩国町二丁目10003-43 2,000㎡ 20

東雲台街区公園 岩国市南岩国町五丁目11277-89 1,300㎡ 13

瀬戸海街区公園 岩国市青木町三丁目1171-1 1,700㎡ 17

平田第七街区公園 岩国市平田一丁目2202-23 1,800㎡ 18

平田第八街区公園 岩国市平田一丁目2211-14 800㎡ 8

愛宕神社前広場 岩国市牛野谷町三丁目254-10 2,900㎡ 29

オーク平田ふれあい公園 岩国市平田五丁目10586-30他 1,100㎡ 11

オーク平田なかよし公園 岩国市平田五丁目10586-121他 900㎡ 9

岩国運動公園（Ｂ地区） 岩国市平田四丁目1980,1993他 21,700㎡ 217

由宇崎街区公園 岩国市由宇町由宇崎7713-3 1,300㎡ 13

新市街区公園 岩国市玖珂町5315-1 1,300㎡ 13

上市街区公園 岩国市玖珂町815-1 700㎡ 7

柳井田下街区公園 岩国市玖珂町3334-1 1,400㎡ 14

野口上ふれあい公園 岩国市玖珂町1277-3 1,900㎡ 19

北部ふれあい公園 岩国市玖珂町627-1他 1,300㎡ 13

若葉児童遊園 岩国市周東町上久原1074-2 1,500㎡ 15

旧本郷村民プール跡地 岩国市本郷町2106-1他 1,700㎡ 17

錦上須川運動広場 岩国市錦町須川4098-1他 21,000㎡ 210

玖珂グラウンド 岩国市玖珂町6316-1 14,700㎡ 147

岩国市市民球場 岩国市牛野谷町一丁目530-1 9,800㎡ 98

244,900㎡ 2,449

グラウンド（光スポーツ公園） 光市大字光井110番地 33,400㎡ 334

グラウンド（大和総合運動公園） 光市岩田849番地 23,700㎡ 237

旧山口県立光丘高等学校グラウンド 光市光ケ丘１番１号 32,400㎡ 324

89,500㎡ 895

旧青海島小学校グラウンド 長門市仙崎2874番地 2,300㎡ 23

香月泰男美術館専用駐車場 長門市三隅中303番地 2,000㎡ 20

黄波戸漁村広場（グラウンド） 長門市日置上6252番地7 8,400㎡ 84

旧油谷中学校グラウンド 長門市油谷後畑3758番地 3,500㎡ 35

日置総合運動公園農村広場 長門市日置中10701番地 9,600㎡ 96

ながとスポーツ公園（グランドゴルフ場） 長門市東深川2936番地 6,000㎡ 60

ゆや広場周辺用地（油谷コミュニティパーク横） 長門市油谷河原10985番地3　外12筆 3,500㎡ 35

35,300㎡ 353

柳東小学校グラウンド 柳井市柳井964-1(白潟西二) 5,200㎡ 52

柳井小学校グラウンド 柳井市柳井3680-4(尾の上) 7,700㎡ 77

柳井商業高等学校跡地グラウンド 柳井市柳井3895-2(尾の上) 13,000㎡ 130

柳井中学校グラウンド 柳井市柳井4155(尾の上) 15,000㎡ 150

ふたば児童公園 柳井市柳井2302-1外 600㎡ 6

日積小学校グラウンド 柳井市日積6951(宮ケ峠) 4,200㎡ 42

伊陸小学校グラウンド 柳井市伊陸5856-1(宮ヶ原) 3,100㎡ 31

伊陸グラウンド 柳井市伊陸12442(宗兼) 9,700㎡ 97

新庄小学校グラウンド 柳井市新庄2614(宮の下東) 6,100㎡ 61

柳井西中学校グラウンド 柳井市余田2111(堀) 1,500㎡ 15

余田小学校グラウンド 柳井市余田1419(小平尾) 3,800㎡ 38

大畠グラウンド 柳井市神代1676(東瀬戸) 1,700㎡ 17

71,600㎡ 716

美祢中央公園多目的広場 美祢市大嶺町東分字池尻1313 9,800㎡ 98

美祢市秋芳北部総合運動公園多目的グラウンド 美祢市秋芳町嘉万2233番地 21,000㎡ 210

旧美祢高等学校グラウンド 美祢市秋芳町秋吉5236 19,500㎡ 195

50,300㎡ 503

柳井市

小計

美祢市

小計

岩国市

小計

光市

小計

長門市

小計

- 4 -



5/5

建設可能面積
（※1）

建設可能
戸数（概
数）

（※2）

市町名 名　　　称 住　　　所

周南緑地(東緑地)　第2、第3グラウンド 周南市大字徳山周南緑地(東緑地) 15,000㎡ 150

旧山口県立徳山商業高等学校グラウンド 周南市遠石2丁目11-1 7,200㎡ 72

周南緑地（東緑地）ソフトボール球場 周南市大字徳山周南緑地(東緑地) 5,000㎡ 50

周南緑地（東緑地）第4.、第5グラウンド 周南市大字徳山周南緑地(東緑地) 8,500㎡ 85

周南緑地（東緑地）サッカー場 周南市大字徳山周南緑地(東緑地) 10,000㎡ 100

周南緑地（東緑地）運動広場 周南市大字徳山周南緑地(東緑地) 5,300㎡ 53

周南緑地（東緑地）テニスコート 周南市大字徳山周南緑地(東緑地) 5,300㎡ 53

熊毛中央公園 周南市大字呼坂85番23外 7,200㎡ 72

コアプラザかの（駐車場） 周南市鹿野上字サヤノ原910 4,300㎡ 43

67,800㎡ 678

柿の木坂南公園 山陽小野田市柿の木坂一丁目 700㎡ 7

浜田公園 山陽小野田市大字有帆字六ノ浜田113-1　他 180㎡ 1

叶松公園 山陽小野田市叶松二丁目 2,300㎡ 23

殿町公園 山陽小野田市大字郡字上郷 1,300㎡ 13

小野田・楠企業団地内公園 山陽小野田市高畑 12,100㎡ 121

新山野井団地内公園 山陽小野田市大字山野井 11,800㎡ 118

（旧）厚陽中学校グラウンド 山陽小野田市大字郡3250番地 5,000㎡ 50

山陽小野田市岡石丸運動広場 山陽小野田市大字山川８４４番地３１ 12,600㎡ 126

山陽オートレース場・駐車場 山陽小野田市大字埴生字沖代１４５７他 20,000㎡ 200

65,980㎡ 659

旧小学校運動場　（旧椋野小学校） 周防大島町大字椋野1328番地1 1,500㎡ 15

旧小学校運動場　（旧屋代小学校） 周防大島町大字西屋代1619番地 2,500㎡ 25

屋代ダム公園運動広場 周防大島町大字東屋代1213番地1　他7筆 2,800㎡ 28

6,800㎡ 68

蜂ヶ峯多目的広場 玖珂郡和木町瀬田4丁目地内 5,000㎡ 50

蜂ヶ峯総合公園グラウンド 玖珂郡和木町大字瀬田紺屋作260-1 15,000㎡ 150

20,000㎡ 200

旧熊毛南高校上関分校グラウンド 熊毛郡上関町大字長島５９４，６２９，１０１４８ 3,600㎡ 36

旧上関小学校グラウンド 熊毛郡上関町大字長島４４９－１ 1,200㎡ 12

上関町民グラウンド 熊毛郡上関町大字室津３４２－１ 13,000㎡ 130

17,800㎡ 178

遊休地（駐車場） 田布施町中央南1番地9 3,000㎡ 30

3,000㎡ 30

平生中学校グラウンド 平生町大字曽根1844 12,700㎡ 127

旧大野小学校跡地 平生町大字大野南804-1 2,000㎡ 20

みのげ児童公園 平生町大字大野南626-5 500㎡ 5

佐賀地域交流センターグラウンド 平生町大字佐賀1525-1、1525-3 2,100㎡ 21

17,300㎡ 173

阿武小中学校グラウンド 阿武町大字奈古2967-1 10,400㎡ 104

10,400㎡ 104

1,561,340㎡ 15,612
（※1） 建設可能な敷地面積、又は同面積から災害想定エリアを除いた面積
（※2） 敷地面積を戸当たり100㎡で除して得られた、想定戸数

上関町

小計

合計

田布施町
小計

平生町

小計

阿武町
小計

山陽小野田市

小計

周防大島町

小計

和木町

小計

周南市

小計
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応急仮設住宅配置計画高度利用案の設計方針 

 

■前提条件 

１）本配置計画案は、戸数を優先した高度利用案であり、長期間（概ね２年以上）の設 

置は想定していない。 

２）以下の項目については、被災者の世帯人員等に応じて整備する必要があることか 

ら、着工前に市町と協議の上、配置計画を最終決定するものとする。 

・仮設住宅の型別及び戸数。（「住戸配置について」のとおり想定して配置） 

・集会所及び談話室の棟数及び規模。（災害救助法施行令の規定に準じて設置） 

・浄化槽の処理能力及び、受水槽の容量。 

３）応急仮設住宅及び、必要施設を敷地内で完結させ、周辺施設の条件は考慮しない。 

 

■住戸配置について 

１）集会所等施設や駐車場は、敷地内にて計画する。 

２）敷地に土砂災害防止法に定められている警戒区域、特別警戒区域がある場合、その 

範囲内には住戸を配置しないよう計画する。 

３）住戸の大きさは、２ＤＫ、２戸の住戸面積が、１ＤＫと３Ｋを足した住戸面積と同 

じになるため、入居者の家族属性に応じて住戸プランの変更が容易となるよう、２ 

ＤＫのみにて計画する。 

４）住戸の連棟は、各棟の電気引込容量を考慮し、各６戸までとする。 

５）隣棟間隔は、４ｍとする。 

６）建物の向きは、採光を考慮し、居室をできる限り南向きとする。 

７）敷地内の既設埋設管については、未確認のため、着工前に試掘等を行い確認の上、 

施工することとする。 

 

■通路について 

１）幹線通路幅は、歩車分離のため、すべて８ｍとする。 

２）歩道の舗装範囲は、主要通路から住戸間及び、建物周囲２ｍ以上とする。 

３）舗装参考仕様。 

・アスファルト舗装の車道 

アスファルトの厚さは、Ｔ＝２４０ｍｍとし、舗装構成は、密粒アスファルト４ 

０ｍｍ、粒調砕石５０ｍｍ、再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）１５０ｍとする。 

・砕石舗装の車道。 

再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）１５０ｍとする。 

・アスファルト舗装の歩道 

アスファルトの厚さは、Ｔ＝１３０ｍｍとし、舗装構成は、密粒アスファル 

ト３０ｍｍ、再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）１００ｍとする。 
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   ※再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）の調達に問題がある場合には協議事項とする。 

 

■集会所、談話室について 

１）集会所、談話室は、主たる出入口付近に設置する。 

２）集会所は、５０戸以上の団地に１箇所（床面積１００㎡程度）設置する。 

３）談話室は、概ね、１０戸以上５０戸未満の団地に、１箇所（床面積４０㎡程度） 

設置する。 

４）スロープの位置は、入居者の安全な動線を考慮し、駐車場と反対方向とする。 

 

■ゴミ置場について 

１）ゴミ置場の位置は、ゴミ収集車の乗り入れを考慮し、幹線通路又は、主たる出入口 

付近に設置する。 

２）ゴミ置場は、１戸あたり０．２㎡（過去実績基準）とする。 

３）ゴミ置場の設置場所は、臭気等、居住環境に配慮し、住戸にできる限り近づけない 

ように配慮する。 

 

■プロパンガス置場の設置について 

１）プロパンガスは、１棟ごとの集中配管とする。 

 

■浄化槽、受水槽について 

１）有事の際には、上下水本管使用可能状況の把握が困難なため、浄化槽及び受水槽の 

設置が必要と想定し、計画を行う。（整備されている公共の上下水道の被害がない 

場合、既存のものを使用する。また、給水車などのソフト面での対応がある場合、 

状況に応じて規模等を算定する） 

２）浄化槽数は、住戸の計画人数及び、規模より算定し、既製品（５０人槽）にて計画 

する。 

・算定方法 

 ２ＤＫの計画人数を「し尿処理対象人員算定基準」より、３.５人とし計算を行う。 

３）浄化槽の位置は、臭気や、ブロワーの騒音等、居住環境へ配慮し、住戸より極力隔 

離するよう配置する。 

４）受水槽容量は、住戸の計画人数及び規模により算定する。 

・算定方法 

 １日の使用量を２００Ｌ/１人と仮定し、計画人数は、浄化槽の計画人数とする。 

また、受水槽については、有効容量を、１日使用量の５０％、最大容量を、８０％ 

とし、計算を行う。 

５）浄化槽及び受水槽には、安全性を考慮し、周囲にフェンスを設置する。 

６）実際の計画人数及び、１人当たりの水道使用量は、各市町の基準と照合の上、協議 

を行い決定することとする。 
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■敷地排水について 

１）本配置計画案は、敷地が平坦な建設地を想定しているが、実際は敷地の水勾配 

を調査し、住棟付近にできるだけ水溜りができないよう配置計画を行う。 

２）建物屋根の雨水の処理を行うため、建物周囲を砕石敷きとし、浸透を促すよう計画 

する。災害の状況に応じて、必要であれば雨水排水設備に接続する。 

 

■駐車場について 

１）駐車場配置は、入居者の安全を考慮し、各住戸から車輌動線と、入居者動線を分離 

することを考慮する。また敷地形状により分離できない場合には、安全柵（単管、 

または長尺杭、及びトラロープ等）設置にて入居者の安全を確保する。 

２）大規模団地での駐車場配置は、利便性を考慮し、各住戸からの距離が遠くならない 

よう分散した配置とする。 

３）入居者の駐車場台数は、住戸数と同等数計画する。 

４）来客用駐車場は、集会所、談話室付近に設置し、台数は、住戸数の約１割程度の台 

数を計画する。 

５）駐車場は、駐車枠５ｍ×２.５ｍ、車路６ｍ以上とする。 

６）駐車場の舗装参考仕様。 

・砕石を敷き均しとし、構成は再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）１００ｍとする。 

・車止めの設置は各市町との協議とする。 

・駐車場番号表示方法については、コンクリート平板（３００×３００）に住戸番 

号を記したものを地面に埋め込む。 

   ※再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）の調達に問題がある場合には協議事項とする。 

 

■団地案内板 

１）団地案内板は、主たる出入口に設置することとし、必要に応じて、入居者が出入り

する場所にも配置する。 

２）集会所外部に掲示板を１箇所設置する。 

 

■その他 

１）敷地内の既存樹木の伐採のないよう計画する。ただし、建設地によっては枝払いを 

行うこともある。 

２）防犯灯については、周囲の外灯、近隣住居及び田畑への影響等、建設時の敷地実情 

に則した計画とする。 
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長期利用を前提としたゆとりある応急仮設時住宅の配置計画 

配置計画仕様 素案 

 

◯前提条件 

 本配置計画仕様は、従来の、２年間の利用を想定した、出来るだけ戸数を確保する考

え方の基に整備される「高度利用型」の応急仮設住宅ではなく、２年以上の長期利用を

考慮した「ゆとりある」応急仮設住宅及び付帯施設などの配置計画の仕様についてまと

めたものである。 

 

１. アクセス道路からの出入口の位置 

１）メインのアクセス動線からの出入口の位置は、敷地の形状、周辺の道路構成、町の

特性など、入居者や周辺住民の生活の安全確保等を考慮して決定する。 

２）車の動線と人の動線は可能な限り分けて計画する。 

 

２. 団地の骨格となる道路の構成 

１）出入口につながる団地の骨格となるメインの道路の形状や位置は、団地全体のゾー

ニングを想定し、入居者の生活行動を円滑にするよう計画する。  

２）幹線通路幅は、歩車分離とし、原則として８m 確保する。 

３）骨格となる道路と駐車場との円滑なつながり、駐車場から各住戸へのスムーズな人

の流れをつくる。 

 

３.住棟の配置、隣棟間隔、住戸の連結数 

１）敷地全体の形状と方位の関係を考慮し、出来るだけ南面する住棟配置とする。 

２）住戸は、１DK(6 坪)、２DK(9 坪)、３K(12 坪)、の３つの型により構成する。 

３）住戸の型（1DK、2DK、3K）の構成割合については、地域特性に配慮することが 

  必要であるが、一般的に 1：２：1 の割合を原則とする。 

４）1 棟当たりの住戸の連結数は、４戸程度を目安とし、竪に抜ける道の設置などによ 

  り、団地内の自由な移動空間を確保する。 

５）隣棟間隔は、150 ㎡／戸程度のゆったり型の配置を目指すため、６m 程度を確保 

  する。 
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６）土砂災害防止法に定められる警戒区域、特別警戒区域がある場合、その範囲内には

原則として住戸を配置しない。 

 

4.駐車場のつくり方 

１）住戸から駐車場までの移動距離が、住居によって著しく不公平にならない位置に計

画する。 

２）車の出し入れがしやすい駐車場の配置、構成とする。 

３）歩行者動線と車の動線ができるだけクロスしないように計画し、入居者の安全を確

保する 。 

４）入居者用の駐車場は、住戸数と同等数計画する。 

５）来客用駐車場は、入口廻り、もしくは、談話室、集会所近くに設置し、台数は住戸

数の 1 割程度とする。 

６）駐車場は、駐車枠５m×2.5m、車路幅員６m 以上とする。 

７）駐車場の舗装仕様 

  舗装は、砕石敷き均しとし、構成は、再生クラッシャラン（RC-40）厚 100 ㎜と 

  する。 

 

5.談話室、集会所の構成 

１）集会所は、50 戸に１棟（60 ㎡程度）の割合で設置する。 

２）談話室は、概ね 10 戸から５０戸未満の団地に 1 棟（40 ㎡程度）設置する。 

  （従って、８０戸の団地の場合、集会所：1 棟、談話室：1 棟設置することになる。） 

３）各住戸から使いやすく、団地の中心となる位置に計画する。 

４）広場などとのつながりを考慮したつくりとし、スロープの設置など、入口までのユ

ニバーサルデザインを徹底する。 

５）談話室・集会所の外部に掲示板を設置し、団地内の情報交換の場所をつくる。 

 

６.遊び場や広場のつくり方 

１）遊び場、広場は、談話室や、集会所などとのつながりを考えて設置する。 

２）子ども達やお年寄りにとって、住戸以外の居場所をできるだけ確保する  
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7.浄化槽、ゴミ置場等、の設置場所 

１）浄化槽は、臭気など、居住者の迷惑にならない位置に計画する。 

２）浄化槽、受水槽の周辺には、安産性の確保のためフェンスを設置する。 

３）ゴミ置き場は、各住戸から近い位置で、収集車が集めやすい場所に設ける 

 

８.団地案内板、掲示板の設置 

１）団地案内板を主たる出入り口近くに設置し、入居者、来訪者にとって分かりやすい

情報を提供する。また、敷地条件に応じて、入居者の出入口がある場合、それらの

位置にも設置する。 

２）談話室・集会所の外部に掲示板を設置し、団地内の情報交換の場所をつくる。 

 

９.みんなで暮らすための工夫 

１）居住者同士が助け合ったり、見守り合ったりできるように、住棟の配置を工夫し、

住棟の妻壁など竪に抜ける道沿いなどにベンチを設置し、日常的なふれあいの場を

用意する。 

2）集会所や談話室だけでなく、住棟の壁など利用した小さな情報交換の場をつくる。 

 

10.防犯灯など 

１）防犯灯については周辺の夜間照明の実情等を踏まえ、安全性を確保するために必要

な台数を確保する。 

- 33 -



応急仮設住宅団地　高度利用型（標準型）・ゆとり型　比較表

高度利用型（標準型） ゆとり型
想定設置年数 ２年 ２年以上の長期

幹線道路幅員 ８m ８m

住戸の型
１DK(６坪）、２DK(９坪）、３K（１２坪）を基本とす
る

１DK(６坪）、２DK(９坪）、３K（１２坪）を基本とす
る

住戸の型別設置割合 １DK：２DK：３K＝１：２：１　を原則とする １DK：２DK：３K＝１：２：１　を原則とする

住戸の向き（方位） 出来るだけ南向きとする 出来るだけ南向きとする

1棟の住戸数（連結数） ６戸以下とする ４戸以下とする

隣棟間隔 ４m程度 ６m程度

1戸当たり面積 １００㎡/戸程度 １５０㎡/戸程度

集会所（60㎡、100㎡） ５０戸以上の団地に1棟（１００㎡） ５０戸毎に1棟（６０㎡）

談話室（40㎡） １０戸〜５０戸未満の団地に1棟 １０戸〜５０戸未満の団地に1棟

空地・広場 ー 集会所、談話室とつながった位置に確保

駐車場 入居者用駐車場：住戸数と同等数計画する
来客用駐車場：住戸数の約1割程度確保する
舗装：砕石敷き均し
駐車枠：２．５m×５m　車路幅員：６m

入居者用駐車場：住戸数と同等数計画する
来客用駐車場：住戸数の約1割程度確保する
舗装：砕石敷き均し
駐車枠：２．５m×５m　車路幅員：６m

団地案内板 主な出入り口に設置する 主な出入り口に設置する

掲示板 集会所・談話室外部に1カ所設置 集会所・談話室外部に1カ所設置

ゴミ置場
1棟当たり０．２㎡を目安に面積を確保する
住棟と近く、収集車が集めやすい位置に設ける

1棟当たり０．２㎡を目安に面積を確保する
住棟と近く、収集車が集めやすい位置に設ける

浄化槽 2DKの計画人数を３．５人として算定する。
浄化槽は、既製品（５０人槽）にて計画する。
臭気、ブロワーの騒音を避ける位置に設置し、
安全性の確保のため、周囲にフェンスを設置す
る

2DKの計画人数を３．５人として算定する。
浄化槽は、既製品（５０人槽）にて計画する。
臭気、ブロワーの騒音を避ける位置に設置し、
安全性の確保のため、周囲にフェンスを設置す
る

受水槽 １日の使用量を、２００L/人と仮定し、計画人数
は、浄化槽の計画人数とする。
動線上支障のない位置に設置し、安全性の
確保のため、周囲にフェンスを設置する

１日の使用量を、２００L/人と仮定し、計画人数
は、浄化槽の計画人数とする。
動線上支障のない位置に設置し、安全性の
確保のため、周囲にフェンスを設置する
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Ａグループ  改良案
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蜂ヶ峯総合公園グラウンド

玖珂郡和木町

大字瀬田紺屋作260-1

市町村名称

建設地住所

住戸構成

15,000 ㎡敷地面積

10戸6坪

36戸9坪

49戸12坪

95戸合計

戸当り面積 157 ㎡/戸

駐車場 95台

13台

居住者用

来客用

浄化槽 350人槽

受水槽 42m3

95戸×3.5人/戸=332.5人

→50人槽×7基=350人槽

95戸×3.5人×0.2m3×0.5÷0.8

=41.56m3

15,000 ㎡有効敷地面積
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転回広場

転回広場

外来

想定敷地

隣棟間隔 5.5 m

柳井市

柳井小学校グラウンド

柳井市柳井3680番地4  地内

市町村名称

建設地住所

住戸構成

9,400 ㎡敷地面積

10戸6坪

23戸9坪

10戸12坪

43戸合計

戸当り面積 153 ㎡/戸

駐車場 43台

6台

居住者用

来客用

浄化槽 200人槽

受水槽 19m3

43戸×3.5人/戸=150.5人

→50人槽×4基=200人槽

43戸×3.5人×0.2m3×0.5÷0.8

=18.81m3

6,600 ㎡有効敷地面積

計画概要
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給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器

床下収納床下収納床下収納床下収納床下収納床下収納床下収納
600x600600x600600x600600x600600x600600x600600x600

吸気口吸気口吸気口吸気口吸気口吸気口吸気口

AD-101AD-101AD-101AD-101AD-101AD-101AD-101
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上部固定棚上部固定棚上部固定棚上部固定棚上部固定棚上部固定棚上部固定棚

600600600600600600600

上部小屋裏収納上部小屋裏収納上部小屋裏収納上部小屋裏収納上部小屋裏収納上部小屋裏収納上部小屋裏収納
CH1400以下CH1400以下CH1400以下CH1400以下CH1400以下CH1400以下CH1400以下

（6.62㎡）（6.62㎡）（6.62㎡）（6.62㎡）（6.62㎡）（6.62㎡）（6.62㎡）

AW-103AW-103AW-103AW-103AW-103AW-103AW-103
引き違い引き違い引き違い引き違い引き違い引き違い引き違い
16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付
1690×18301690×18301690×18301690×18301690×18301690×18301690×1830
ﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲ

AW-104AW-104AW-104AW-104AW-104AW-104AW-104
引き違い引き違い引き違い引き違い引き違い引き違い引き違い
16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付
1690×18301690×18301690×18301690×18301690×18301690×18301690×1830
ﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲ

AW-105AW-105AW-105AW-105AW-105AW-105AW-105
引き違い引き違い引き違い引き違い引き違い引き違い引き違い
16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付
1690×18301690×18301690×18301690×18301690×18301690×18301690×1830
ﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲ

AW-106AW-106AW-106AW-106AW-106AW-106AW-106
引き違い引き違い引き違い引き違い引き違い引き違い引き違い
16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付
1690×18301690×18301690×18301690×18301690×18301690×18301690×1830
ﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲ

AW-107AW-107AW-107AW-107AW-107AW-107AW-107
すべり出しすべり出しすべり出しすべり出しすべり出しすべり出しすべり出し
07403 半外付07403 半外付07403 半外付07403 半外付07403 半外付07403 半外付07403 半外付
780×370780×370780×370780×370780×370780×370780×370
型型型型型型型

AW-108AW-108AW-108AW-108AW-108AW-108AW-108
縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し
02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付
300×770300×770300×770300×770300×770300×770300×770
型型型型型型型

AW-109AW-109AW-109AW-109AW-109AW-109AW-109
縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し
02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付
300×770300×770300×770300×770300×770300×770300×770
型型型型型型型

AW-110AW-110AW-110AW-110AW-110AW-110AW-110
すべり出しすべり出しすべり出しすべり出しすべり出しすべり出しすべり出し
07403 半外付07403 半外付07403 半外付07403 半外付07403 半外付07403 半外付07403 半外付
780×370780×370780×370780×370780×370780×370780×370
型型型型型型型

AW-111AW-111AW-111AW-111AW-111AW-111AW-111
縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し
02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付
300×770300×770300×770300×770300×770300×770300×770
型型型型型型型

AW-112AW-112AW-112AW-112AW-112AW-112AW-112
縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し
02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付
300×770300×770300×770300×770300×770300×770300×770
型型型型型型型

AD-102AD-102AD-102AD-102AD-102AD-102AD-102
ｱﾊﾟｰﾄﾄﾞｱ 半外付ｱﾊﾟｰﾄﾄﾞｱ 半外付ｱﾊﾟｰﾄﾄﾞｱ 半外付ｱﾊﾟｰﾄﾄﾞｱ 半外付ｱﾊﾟｰﾄﾄﾞｱ 半外付ｱﾊﾟｰﾄﾄﾞｱ 半外付ｱﾊﾟｰﾄﾄﾞｱ 半外付
786×2000786×2000786×2000786×2000786×2000786×2000786×2000

1,8201,8201,8201,8201,8201,8201,8202,2752,2752,2752,2752,2752,2752,2751,3651,3651,3651,3651,3651,3651,365

5,4605,4605,4605,4605,4605,4605,4605,4605,4605,4605,4605,4605,4605,460

16,38016,38016,38016,38016,38016,38016,380
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1
,8
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16,38016,38016,38016,38016,38016,38016,380

5,4605,4605,4605,4605,4605,4605,460 5,4605,4605,4605,4605,4605,4605,460 5,4605,4605,4605,4605,4605,4605,460

2,7302,7302,7302,7302,7302,7302,730 2,7302,7302,7302,7302,7302,7302,730 2,7302,7302,7302,7302,7302,7302,730 2,7302,7302,7302,7302,7302,7302,730 2,7302,7302,7302,7302,7302,7302,730 2,7302,7302,7302,7302,7302,7302,730

1,3651,3651,3651,3651,3651,3651,365 1,3651,3651,3651,3651,3651,3651,365 1,3651,3651,3651,3651,3651,3651,365 1,3651,3651,3651,3651,3651,3651,365

八八八八八八八

七七七七七七七

六六六六六六六

四四四四四四四

参参参参参参参

弐弐弐弐弐弐弐

壱壱壱壱壱壱壱

つつつつつつつそそそそそそそれれれれれれれたたたたたたたよよよよよよよかかかかかかかわわわわわわわをををををををるるるるるるるぬぬぬぬぬぬぬりりりりりりりちちちちちちちとととととととへへへへへへへほほほほほほほにににににににはははははははろろろろろろろいいいいいいい

五五五五五五五

筋違 30X90(ｼﾝｸﾞﾙ) 壁倍率1.5筋違 30X90(ｼﾝｸﾞﾙ) 壁倍率1.5筋違 30X90(ｼﾝｸﾞﾙ) 壁倍率1.5筋違 30X90(ｼﾝｸﾞﾙ) 壁倍率1.5筋違 30X90(ｼﾝｸﾞﾙ) 壁倍率1.5筋違 30X90(ｼﾝｸﾞﾙ) 壁倍率1.5筋違 30X90(ｼﾝｸﾞﾙ) 壁倍率1.5

筋違 30X90(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 壁倍率3筋違 30X90(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 壁倍率3筋違 30X90(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 壁倍率3筋違 30X90(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 壁倍率3筋違 30X90(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 壁倍率3筋違 30X90(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 壁倍率3筋違 30X90(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 壁倍率3

筋違 45X90(ｼﾝｸﾞﾙ) 壁倍率2筋違 45X90(ｼﾝｸﾞﾙ) 壁倍率2筋違 45X90(ｼﾝｸﾞﾙ) 壁倍率2筋違 45X90(ｼﾝｸﾞﾙ) 壁倍率2筋違 45X90(ｼﾝｸﾞﾙ) 壁倍率2筋違 45X90(ｼﾝｸﾞﾙ) 壁倍率2筋違 45X90(ｼﾝｸﾞﾙ) 壁倍率2

筋違 45X90(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 壁倍率4筋違 45X90(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 壁倍率4筋違 45X90(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 壁倍率4筋違 45X90(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 壁倍率4筋違 45X90(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 壁倍率4筋違 45X90(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 壁倍率4筋違 45X90(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 壁倍率4

凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例

1,3651,3651,3651,3651,3651,3651,365 2,2752,2752,2752,2752,2752,2752,275

上部小屋裏収納上部小屋裏収納上部小屋裏収納上部小屋裏収納上部小屋裏収納上部小屋裏収納上部小屋裏収納
CH1400以下CH1400以下CH1400以下CH1400以下CH1400以下CH1400以下CH1400以下

（6.62㎡）（6.62㎡）（6.62㎡）（6.62㎡）（6.62㎡）（6.62㎡）（6.62㎡）

600600600600600600600

上部固定棚上部固定棚上部固定棚上部固定棚上部固定棚上部固定棚上部固定棚

A.CA.CA.CA.CA.CA.CA.C

洋室洋室洋室洋室洋室洋室洋室

（7.45㎡）（7.45㎡）（7.45㎡）（7.45㎡）（7.45㎡）（7.45㎡）（7.45㎡）

ﾃﾞｯｷﾃﾞｯｷﾃﾞｯｷﾃﾞｯｷﾃﾞｯｷﾃﾞｯｷﾃﾞｯｷ

吸気口吸気口吸気口吸気口吸気口吸気口吸気口

床下収納床下収納床下収納床下収納床下収納床下収納床下収納
600x600600x600600x600600x600600x600600x600600x600

給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器

室外機室外機室外機室外機室外機室外機室外機

180180180180180180180

キッチンキッチンキッチンキッチンキッチンキッチンキッチン

（8.69㎡）（8.69㎡）（8.69㎡）（8.69㎡）（8.69㎡）（8.69㎡）（8.69㎡）

小屋裏点検用小屋裏点検用小屋裏点検用小屋裏点検用小屋裏点検用小屋裏点検用小屋裏点検用

ハシゴユニットハシゴユニットハシゴユニットハシゴユニットハシゴユニットハシゴユニットハシゴユニット

洗濯機洗濯機洗濯機洗濯機洗濯機洗濯機洗濯機

冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫

浴室（Ｕ・Ｂ）浴室（Ｕ・Ｂ）浴室（Ｕ・Ｂ）浴室（Ｕ・Ｂ）浴室（Ｕ・Ｂ）浴室（Ｕ・Ｂ）浴室（Ｕ・Ｂ）

（2.48㎡）（2.48㎡）（2.48㎡）（2.48㎡）（2.48㎡）（2.48㎡）（2.48㎡）

トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ

（1.24㎡）（1.24㎡）（1.24㎡）（1.24㎡）（1.24㎡）（1.24㎡）（1.24㎡）

洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室

（1.24㎡）（1.24㎡）（1.24㎡）（1.24㎡）（1.24㎡）（1.24㎡）（1.24㎡）

押入押入押入押入押入押入押入

（1.24㎡）（1.24㎡）（1.24㎡）（1.24㎡）（1.24㎡）（1.24㎡）（1.24㎡）

和室和室和室和室和室和室和室

（7.45㎡）（7.45㎡）（7.45㎡）（7.45㎡）（7.45㎡）（7.45㎡）（7.45㎡）

1,8201,8201,8201,8201,8201,8201,820

AW-101AW-101AW-101AW-101AW-101AW-101AW-101
引き違い引き違い引き違い引き違い引き違い引き違い引き違い
16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付
1690×18301690×18301690×18301690×18301690×18301690×18301690×1830
ﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲ

AW-102AW-102AW-102AW-102AW-102AW-102AW-102
引き違い引き違い引き違い引き違い引き違い引き違い引き違い
16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付16518 半外付
1690×18301690×18301690×18301690×18301690×18301690×18301690×1830
ﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲﾄｰﾒｲ

AW-113AW-113AW-113AW-113AW-113AW-113AW-113
すべり出しすべり出しすべり出しすべり出しすべり出しすべり出しすべり出し
07403 半外付07403 半外付07403 半外付07403 半外付07403 半外付07403 半外付07403 半外付
780×370780×370780×370780×370780×370780×370780×370
型型型型型型型

AW-114AW-114AW-114AW-114AW-114AW-114AW-114
縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し
02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付
300×770300×770300×770300×770300×770300×770300×770
型型型型型型型

AW-115AW-115AW-115AW-115AW-115AW-115AW-115
縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し縦すべり出し
02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付02607 半外付
300×770300×770300×770300×770300×770300×770300×770
型型型型型型型

AD-103AD-103AD-103AD-103AD-103AD-103AD-103
ｱﾊﾟｰﾄﾄﾞｱ 半外付ｱﾊﾟｰﾄﾄﾞｱ 半外付ｱﾊﾟｰﾄﾄﾞｱ 半外付ｱﾊﾟｰﾄﾄﾞｱ 半外付ｱﾊﾟｰﾄﾄﾞｱ 半外付ｱﾊﾟｰﾄﾄﾞｱ 半外付ｱﾊﾟｰﾄﾄﾞｱ 半外付
786×2000786×2000786×2000786×2000786×2000786×2000786×2000

ﾌｶｼ壁ﾌｶｼ壁ﾌｶｼ壁ﾌｶｼ壁ﾌｶｼ壁ﾌｶｼ壁ﾌｶｼ壁
ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300

ﾌｶｼ壁ﾌｶｼ壁ﾌｶｼ壁ﾌｶｼ壁ﾌｶｼ壁ﾌｶｼ壁ﾌｶｼ壁
ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300

ﾌｶｼ壁ﾌｶｼ壁ﾌｶｼ壁ﾌｶｼ壁ﾌｶｼ壁ﾌｶｼ壁ﾌｶｼ壁
ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙH=1,300

給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器

全 木 協 中 国 ブ ロ ッ ク 応 急 仮 設 木 造 住 宅全 木 協 中 国 ブ ロ ッ ク 応 急 仮 設 木 造 住 宅全 木 協 中 国 ブ ロ ッ ク 応 急 仮 設 木 造 住 宅全 木 協 中 国 ブ ロ ッ ク 応 急 仮 設 木 造 住 宅全 木 協 中 国 ブ ロ ッ ク 応 急 仮 設 木 造 住 宅全 木 協 中 国 ブ ロ ッ ク 応 急 仮 設 木 造 住 宅全 木 協 中 国 ブ ロ ッ ク 応 急 仮 設 木 造 住 宅

1,365 1,365

９坪３連棟平面図９坪３連棟平面図９坪３連棟平面図９坪３連棟平面図９坪３連棟平面図９坪３連棟平面図９坪３連棟平面図

9坪 3連 棟 タ イ プ9坪 3連 棟 タ イ プ9坪 3連 棟 タ イ プ9坪 3連 棟 タ イ プ9坪 3連 棟 タ イ プ9坪 3連 棟 タ イ プ9坪 3連 棟 タ イ プ
４４４４４４４平成30年 1月16日平成30年 1月16日平成30年 1月16日平成30年 1月16日平成30年 1月16日平成30年 1月16日平成30年 1月16日
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工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名モジュール；910モジュール；910モジュール；910モジュール；910モジュール；910モジュール；910モジュール；910
1/1001/1001/1001/1001/1001/1001/100

平成29年11月27日平成29年11月27日平成29年11月27日平成29年11月27日平成29年11月27日平成29年11月27日平成29年11月27日

東 側 立 面 図東 側 立 面 図東 側 立 面 図東 側 立 面 図東 側 立 面 図東 側 立 面 図東 側 立 面 図 S:1/100S:1/100S:1/100S:1/100S:1/100S:1/100S:1/100
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西 側 立 面 図西 側 立 面 図西 側 立 面 図西 側 立 面 図西 側 立 面 図西 側 立 面 図西 側 立 面 図 S:1/100S:1/100S:1/100S:1/100S:1/100S:1/100S:1/100
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南 側 立 面 図南 側 立 面 図南 側 立 面 図南 側 立 面 図南 側 立 面 図南 側 立 面 図南 側 立 面 図 S:1/100S:1/100S:1/100S:1/100S:1/100S:1/100S:1/100
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北 側 立 面 図北 側 立 面 図北 側 立 面 図北 側 立 面 図北 側 立 面 図北 側 立 面 図北 側 立 面 図 S:1/100S:1/100S:1/100S:1/100S:1/100S:1/100S:1/100

1階軒高1階軒高1階軒高1階軒高1階軒高1階軒高1階軒高

2,
85

0
2,

85
0

2,
85

0
2,

85
0

2,
85

0
2,

85
0

2,
85

0

ＧＬＧＬＧＬＧＬＧＬＧＬＧＬ

基礎高基礎高基礎高基礎高基礎高基礎高基礎高

4
004
00

4
00

4
00 4
00

4
00

4
00

3
,2

50
3
,2

50
3
,2

50
3
,2

50
3
,2

50
3
,2

50
3
,2

50

455455455455455455455

1階ＦＬ1階ＦＬ1階ＦＬ1階ＦＬ1階ＦＬ1階ＦＬ1階ＦＬ

1階軒高1階軒高1階軒高1階軒高1階軒高1階軒高1階軒高

2
,7

02
2
,7

02
2
,7

02
2
,7

02
2
,7

02
2
,7

02
2
,7

02
54

8
54

8
54

8
54

8
54

8
54

8
54

8

455455455455455455455

全 木 協 中 国 ブ ロ ッ ク 応 急 仮 設 木 造 住 宅全 木 協 中 国 ブ ロ ッ ク 応 急 仮 設 木 造 住 宅全 木 協 中 国 ブ ロ ッ ク 応 急 仮 設 木 造 住 宅全 木 協 中 国 ブ ロ ッ ク 応 急 仮 設 木 造 住 宅全 木 協 中 国 ブ ロ ッ ク 応 急 仮 設 木 造 住 宅全 木 協 中 国 ブ ロ ッ ク 応 急 仮 設 木 造 住 宅全 木 協 中 国 ブ ロ ッ ク 応 急 仮 設 木 造 住 宅

9坪 3連 棟 タ イ プ9坪 3連 棟 タ イ プ9坪 3連 棟 タ イ プ9坪 3連 棟 タ イ プ9坪 3連 棟 タ イ プ9坪 3連 棟 タ イ プ9坪 3連 棟 タ イ プ
５５５５５５５平成30年 1月16日平成30年 1月16日平成30年 1月16日平成30年 1月16日平成30年 1月16日平成30年 1月16日平成30年 1月16日

９坪３連棟立面図９坪３連棟立面図９坪３連棟立面図９坪３連棟立面図９坪３連棟立面図９坪３連棟立面図９坪３連棟立面図
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工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名モジュール；910モジュール；910モジュール；910モジュール；910モジュール；910モジュール；910モジュール；910
1/30,501/30,501/30,501/30,501/30,501/30,501/30,50

2017/11 /272 017/11 /272 017/11 /272 017/11 /272 017/11 /272 017/11 /272 017/11 /27

透 視 図 ・ 鉛 直 断 面 図透 視 図 ・ 鉛 直 断 面 図透 視 図 ・ 鉛 直 断 面 図透 視 図 ・ 鉛 直 断 面 図透 視 図 ・ 鉛 直 断 面 図透 視 図 ・ 鉛 直 断 面 図透 視 図 ・ 鉛 直 断 面 図 S:1/30S:1/30S:1/30S:1/30S:1/30S:1/30S:1/30

500㎜
以下(柱、間柱間隔)

500㎜
以下(柱、間柱間隔)

500㎜
以下(柱、間柱間隔)

500㎜
以下(柱、間柱間隔)

500㎜
以下(柱、間柱間隔)

500㎜
以下(柱、間柱間隔)

500㎜
以下(柱、間柱間隔)

（1）（1）（1）（1）（1）（1）（1）

（2）（2）（2）（2）（2）（2）（2）

（3）（3）（3）（3）（3）（3）（3）

（4）（4）（4）（4）（4）（4）（4）

気密ｼｰﾄ気密ｼｰﾄ気密ｼｰﾄ気密ｼｰﾄ気密ｼｰﾄ気密ｼｰﾄ気密ｼｰﾄ
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)

P.B12.5P.B12.5P.B12.5P.B12.5P.B12.5P.B12.5P.B12.5
1層目1層目1層目1層目1層目1層目1層目

P.B12.5P.B12.5P.B12.5P.B12.5P.B12.5P.B12.5P.B12.5
2層目2層目2層目2層目2層目2層目2層目

間柱※千鳥配置間柱※千鳥配置間柱※千鳥配置間柱※千鳥配置間柱※千鳥配置間柱※千鳥配置間柱※千鳥配置

断熱材断熱材断熱材断熱材断熱材断熱材断熱材
ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt105ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt105ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt105ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt105ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt105ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt105ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt105

P.B12.5 2重張りP.B12.5 2重張りP.B12.5 2重張りP.B12.5 2重張りP.B12.5 2重張りP.B12.5 2重張りP.B12.5 2重張り

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)

間柱間柱間柱間柱間柱間柱間柱

基礎基礎基礎基礎基礎基礎基礎

断熱材断熱材断熱材断熱材断熱材断熱材断熱材
ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt105ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt105ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt105ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt105ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt105ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt105ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt105

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)

P.B12.5 2重張りP.B12.5 2重張りP.B12.5 2重張りP.B12.5 2重張りP.B12.5 2重張りP.B12.5 2重張りP.B12.5 2重張り

天井:PBt9.5の上天井:PBt9.5の上天井:PBt9.5の上天井:PBt9.5の上天井:PBt9.5の上天井:PBt9.5の上天井:PBt9.5の上

界壁取合い部分詳細施工について界壁取合い部分詳細施工について界壁取合い部分詳細施工について界壁取合い部分詳細施工について界壁取合い部分詳細施工について界壁取合い部分詳細施工について界壁取合い部分詳細施工について

パテパテパテパテパテパテパテ

(1)躯体構造の施工(1)躯体構造の施工(1)躯体構造の施工(1)躯体構造の施工(1)躯体構造の施工(1)躯体構造の施工(1)躯体構造の施工
・柱、間柱の間隔(500㎜以下)、千鳥配置とする。・柱、間柱の間隔(500㎜以下)、千鳥配置とする。・柱、間柱の間隔(500㎜以下)、千鳥配置とする。・柱、間柱の間隔(500㎜以下)、千鳥配置とする。・柱、間柱の間隔(500㎜以下)、千鳥配置とする。・柱、間柱の間隔(500㎜以下)、千鳥配置とする。・柱、間柱の間隔(500㎜以下)、千鳥配置とする。

(2)気密シート(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)の張付(2)気密シート(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)の張付(2)気密シート(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)の張付(2)気密シート(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)の張付(2)気密シート(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)の張付(2)気密シート(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)の張付(2)気密シート(ﾃﾞｺｽｼｰﾄ)の張付
・気密シートの張付位置は、両面とし断熱材の充填厚さ105±11㎜となり位置に配置し、・気密シートの張付位置は、両面とし断熱材の充填厚さ105±11㎜となり位置に配置し、・気密シートの張付位置は、両面とし断熱材の充填厚さ105±11㎜となり位置に配置し、・気密シートの張付位置は、両面とし断熱材の充填厚さ105±11㎜となり位置に配置し、・気密シートの張付位置は、両面とし断熱材の充填厚さ105±11㎜となり位置に配置し、・気密シートの張付位置は、両面とし断熱材の充填厚さ105±11㎜となり位置に配置し、・気密シートの張付位置は、両面とし断熱材の充填厚さ105±11㎜となり位置に配置し、

柱及び間柱に幅9.6㎜以上、足長10㎜以上の工業用ｽﾃｰﾌﾟﾙで張付ける。柱及び間柱に幅9.6㎜以上、足長10㎜以上の工業用ｽﾃｰﾌﾟﾙで張付ける。柱及び間柱に幅9.6㎜以上、足長10㎜以上の工業用ｽﾃｰﾌﾟﾙで張付ける。柱及び間柱に幅9.6㎜以上、足長10㎜以上の工業用ｽﾃｰﾌﾟﾙで張付ける。柱及び間柱に幅9.6㎜以上、足長10㎜以上の工業用ｽﾃｰﾌﾟﾙで張付ける。柱及び間柱に幅9.6㎜以上、足長10㎜以上の工業用ｽﾃｰﾌﾟﾙで張付ける。柱及び間柱に幅9.6㎜以上、足長10㎜以上の工業用ｽﾃｰﾌﾟﾙで張付ける。
・気密ｼｰﾄは横張又は縦張とし、上下・左右の重ね代を100㎜以上とする。・気密ｼｰﾄは横張又は縦張とし、上下・左右の重ね代を100㎜以上とする。・気密ｼｰﾄは横張又は縦張とし、上下・左右の重ね代を100㎜以上とする。・気密ｼｰﾄは横張又は縦張とし、上下・左右の重ね代を100㎜以上とする。・気密ｼｰﾄは横張又は縦張とし、上下・左右の重ね代を100㎜以上とする。・気密ｼｰﾄは横張又は縦張とし、上下・左右の重ね代を100㎜以上とする。・気密ｼｰﾄは横張又は縦張とし、上下・左右の重ね代を100㎜以上とする。

(3)断熱材の充填(3)断熱材の充填(3)断熱材の充填(3)断熱材の充填(3)断熱材の充填(3)断熱材の充填(3)断熱材の充填
・専用の施工機で、柱・間柱内に、充填厚さ105㎜±11㎜となるように隙間なく吹き込む。・専用の施工機で、柱・間柱内に、充填厚さ105㎜±11㎜となるように隙間なく吹き込む。・専用の施工機で、柱・間柱内に、充填厚さ105㎜±11㎜となるように隙間なく吹き込む。・専用の施工機で、柱・間柱内に、充填厚さ105㎜±11㎜となるように隙間なく吹き込む。・専用の施工機で、柱・間柱内に、充填厚さ105㎜±11㎜となるように隙間なく吹き込む。・専用の施工機で、柱・間柱内に、充填厚さ105㎜±11㎜となるように隙間なく吹き込む。・専用の施工機で、柱・間柱内に、充填厚さ105㎜±11㎜となるように隙間なく吹き込む。

(4)被覆材(P.B12.5)の取付(4)被覆材(P.B12.5)の取付(4)被覆材(P.B12.5)の取付(4)被覆材(P.B12.5)の取付(4)被覆材(P.B12.5)の取付(4)被覆材(P.B12.5)の取付(4)被覆材(P.B12.5)の取付
・被覆材の上張と下張の目地は重ならないよう配置する。・被覆材の上張と下張の目地は重ならないよう配置する。・被覆材の上張と下張の目地は重ならないよう配置する。・被覆材の上張と下張の目地は重ならないよう配置する。・被覆材の上張と下張の目地は重ならないよう配置する。・被覆材の上張と下張の目地は重ならないよう配置する。・被覆材の上張と下張の目地は重ならないよう配置する。
・被覆材は、被覆材固定用留付材を用いて柱、間柱に取付ける。・被覆材は、被覆材固定用留付材を用いて柱、間柱に取付ける。・被覆材は、被覆材固定用留付材を用いて柱、間柱に取付ける。・被覆材は、被覆材固定用留付材を用いて柱、間柱に取付ける。・被覆材は、被覆材固定用留付材を用いて柱、間柱に取付ける。・被覆材は、被覆材固定用留付材を用いて柱、間柱に取付ける。・被覆材は、被覆材固定用留付材を用いて柱、間柱に取付ける。
・目地部にはパテを施し、平滑に仕上げる。・目地部にはパテを施し、平滑に仕上げる。・目地部にはパテを施し、平滑に仕上げる。・目地部にはパテを施し、平滑に仕上げる。・目地部にはパテを施し、平滑に仕上げる。・目地部にはパテを施し、平滑に仕上げる。・目地部にはパテを施し、平滑に仕上げる。
・下張縦目地部は最下部より600㎜ごとに上下に30㎜あけて2本打ちとする・下張縦目地部は最下部より600㎜ごとに上下に30㎜あけて2本打ちとする・下張縦目地部は最下部より600㎜ごとに上下に30㎜あけて2本打ちとする・下張縦目地部は最下部より600㎜ごとに上下に30㎜あけて2本打ちとする・下張縦目地部は最下部より600㎜ごとに上下に30㎜あけて2本打ちとする・下張縦目地部は最下部より600㎜ごとに上下に30㎜あけて2本打ちとする・下張縦目地部は最下部より600㎜ごとに上下に30㎜あけて2本打ちとする

PB.12.5 2重張りPB.12.5 2重張りPB.12.5 2重張りPB.12.5 2重張りPB.12.5 2重張りPB.12.5 2重張りPB.12.5 2重張り

根太受け根太受け根太受け根太受け根太受け根太受け根太受け

PB.12.5 2重張りPB.12.5 2重張りPB.12.5 2重張りPB.12.5 2重張りPB.12.5 2重張りPB.12.5 2重張りPB.12.5 2重張り
根太受けより張り上げ根太受けより張り上げ根太受けより張り上げ根太受けより張り上げ根太受けより張り上げ根太受けより張り上げ根太受けより張り上げ

P.B根太受け天までP.B根太受け天までP.B根太受け天までP.B根太受け天までP.B根太受け天までP.B根太受け天までP.B根太受け天まで

断 面図断 面図断 面図断 面図断 面図断 面図断 面図 S:1/50S:1/50S:1/50S:1/50S:1/50S:1/50S:1/50
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壁:PBt9.5の上壁:PBt9.5の上壁:PBt9.5の上壁:PBt9.5の上壁:PBt9.5の上壁:PBt9.5の上壁:PBt9.5の上
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外周部壁:PB12.5外周部壁:PB12.5外周部壁:PB12.5外周部壁:PB12.5外周部壁:PB12.5外周部壁:PB12.5外周部壁:PB12.5
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ｴｺｸﾛｽ貼りｴｺｸﾛｽ貼りｴｺｸﾛｽ貼りｴｺｸﾛｽ貼りｴｺｸﾛｽ貼りｴｺｸﾛｽ貼りｴｺｸﾛｽ貼り
天井:PBt9.5の上天井:PBt9.5の上天井:PBt9.5の上天井:PBt9.5の上天井:PBt9.5の上天井:PBt9.5の上天井:PBt9.5の上

小屋裏収納:CH=1400以下小屋裏収納:CH=1400以下小屋裏収納:CH=1400以下小屋裏収納:CH=1400以下小屋裏収納:CH=1400以下小屋裏収納:CH=1400以下小屋裏収納:CH=1400以下

屋根断熱:ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt100充填屋根断熱:ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt100充填屋根断熱:ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt100充填屋根断熱:ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt100充填屋根断熱:ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt100充填屋根断熱:ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt100充填屋根断熱:ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt100充填

杉ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15杉ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15杉ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15杉ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15杉ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15杉ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15杉ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15
構造用合板 t28構造用合板 t28構造用合板 t28構造用合板 t28構造用合板 t28構造用合板 t28構造用合板 t28

和室和室和室和室和室和室和室 洋室洋室洋室洋室洋室洋室洋室洋室洋室洋室洋室洋室洋室洋室和室和室和室和室和室和室和室

杉ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15杉ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15杉ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15杉ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15杉ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15杉ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15杉ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15
構造用合板 t28構造用合板 t28構造用合板 t28構造用合板 t28構造用合板 t28構造用合板 t28構造用合板 t28

屋根断熱:ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt100充填屋根断熱:ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt100充填屋根断熱:ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt100充填屋根断熱:ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt100充填屋根断熱:ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt100充填屋根断熱:ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt100充填屋根断熱:ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰt100充填

小屋裏収納:CH=1400以下小屋裏収納:CH=1400以下小屋裏収納:CH=1400以下小屋裏収納:CH=1400以下小屋裏収納:CH=1400以下小屋裏収納:CH=1400以下小屋裏収納:CH=1400以下
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外周部壁:PB12.5外周部壁:PB12.5外周部壁:PB12.5外周部壁:PB12.5外周部壁:PB12.5外周部壁:PB12.5外周部壁:PB12.5
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住戸間界壁住戸間界壁住戸間界壁住戸間界壁住戸間界壁住戸間界壁住戸間界壁
※間柱千鳥取付※間柱千鳥取付※間柱千鳥取付※間柱千鳥取付※間柱千鳥取付※間柱千鳥取付※間柱千鳥取付

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布
PB12.5二重張りPB12.5二重張りPB12.5二重張りPB12.5二重張りPB12.5二重張りPB12.5二重張りPB12.5二重張り

ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰｔ105充填ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰｔ105充填ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰｔ105充填ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰｔ105充填ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰｔ105充填ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰｔ105充填ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰｔ105充填
PB12.5二重張りPB12.5二重張りPB12.5二重張りPB12.5二重張りPB12.5二重張りPB12.5二重張りPB12.5二重張り
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布
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外周部分登り梁外周部分登り梁外周部分登り梁外周部分登り梁外周部分登り梁外周部分登り梁外周部分登り梁

透湿防水ｼｰﾄ透湿防水ｼｰﾄ透湿防水ｼｰﾄ透湿防水ｼｰﾄ透湿防水ｼｰﾄ透湿防水ｼｰﾄ透湿防水ｼｰﾄ
通気胴縁19×45通気胴縁19×45通気胴縁19×45通気胴縁19×45通気胴縁19×45通気胴縁19×45通気胴縁19×45

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布
P.Bt12.5P.Bt12.5P.Bt12.5P.Bt12.5P.Bt12.5P.Bt12.5P.Bt12.5

ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰ 55㎏/m 充填ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰ 55㎏/m 充填ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰ 55㎏/m 充填ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰ 55㎏/m 充填ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰ 55㎏/m 充填ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰ 55㎏/m 充填ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰ 55㎏/m 充填

杉板 t12又はｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt14杉板 t12又はｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt14杉板 t12又はｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt14杉板 t12又はｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt14杉板 t12又はｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt14杉板 t12又はｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt14杉板 t12又はｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt14
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平成30年７月豪雨災害における応急借上げ住宅実施要領 

 

制定 平成３０年８月１日 

改正 平成３１年１月16日 

 

（目的）  

第１条 この要領は、平成30年７月豪雨災害（以下「災害」という。）の被災者に対して山口県（以

下「県」という。）が、災害救助法（昭和22年法律第118号）に基づく応急仮設住宅として民間

賃貸住宅を借り上げ（以下「応急借上げ住宅」という。）、入居対象者に対して提供を行うため、

必要な事項を定める。  

 

（賃貸借契約の基本事項）  

第２条 契約は、次の各号に定めるとおりとする。  

（１）応急借上げ住宅の貸借に係る契約は、地方自治法第234条第２項及び同法施行令第167条の２

第１項及び第２項により、随意契約によるものとし、県が別途定める契約書により行う。  

（２）貸借の形式及び契約期間は、次のとおりとする。  

ア 貸主と県は，借地借家法（平成３年法律第90号）第38条に定める定期建物賃貸借契約を締

結する。契約期間は２年以内とする。  

なお、契約期間が複数の会計年度にわたる場合は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

234条の３及び地方自治同法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の17の規定による長期継

続契約として締結する。  

イ 岩国市（以下「市」という。）と入居者は、使用貸借契約を締結する。  

 

（入居対象者）  

第３条 応急借上げ住宅に入居できる者は、災害時（平成30年７月６日時点）に、市に居住する者

であって、以下の（１）から（３）の全ての要件を満たす者（世帯）とする。 

（１）災害により次の要件のいずれかを満たす者 

ア 住家が全壊、全焼又は流出した者 

    イ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン（水道、電気、ガス、道

路等）が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自ら

の住居に居住できない者 

  ウ 「半壊」（大規模半壊を含む）であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅

としての再利用ができず、自らの住居に居住できない者 

（２）自らの資力では住宅を確保することができない者 

（３）災害救助法に基づく住宅の応急修理又は障害物の除去を行っていない者 

 

（借上げ対象住宅）  

第４条 借上げの対象となる民間賃貸住宅は、次のいずれにも該当する住宅とする。  

（１）本要領に基づき、県が借り上げて被災者に提供することに、貸主が同意した住宅  

（２）家賃が、別表の区分における世帯人員ごとに定める金額の範囲内である住宅  
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（３）原則として新耐震基準で建設（昭和56年６月１日以降に着工）されたもの又は耐震診断、耐

震改修等により耐震性が確認されたものであること。 

 

（費用負担）  

第５条 応急借上げ住宅に係る費用負担は、次の各号に掲げる費用に応じ、当該各号に定める者の

負担とする。 

（１）県の負担 

ア 家賃は、別表に定める上限額とする。 

イ 仲介手数料は、家賃の0.5ヶ月相当分とする。 

ウ 損害保険料は、入居条件となっている範囲内とし、県が加入する。 

エ 退去修繕負担金は、応急借上げ住宅の明け渡し時における原状回復に要する費用として、

家賃の２ヶ月相当分とする。 

（２）市の負担 

    付帯設備（ガスコンロ又は照明器具）を新設する場合は、災害救助法に基づく生活必需品

として、市が給与する。 

（３）入居者の負担 

ア 光熱水費その他専用設備に係る使用料 

イ 駐車場使用料（家賃に含まれないもの） 

ウ 共益費（家賃に含まれないもの） 

エ 自治会費 

オ 入居者の故意または過失による損壊に対する修繕費用 

 

（支払期限） 

第６条 県が負担する経費の支払期限等は，原則として次のとおりとする。ただし，４月分の支払

いについては，当月末までに支払う。  

請求者 経費 支払期限 

貸主 

（仲介業者） 

初回支払い分 契約成立の翌月末まで 

第２回支払い分 当月分を当月末まで 

第３回以降支払い分 当月分を前月末まで 

退去修繕負担金 契約成立の翌月末まで 

仲介業者 仲介手数料 契約成立の翌月末まで 

保険会社 損害保険料の加入費 保険契約で定める期日まで 

 

（市の事務） 

第７条 市は、借上げに関して、次の事務の委任を受け実施するものとする。 

（１）入居募集に関すること。 

（２）本事業の概要説明に関すること。 

（３）入居対象者の審査に関すること。 

（４）申込み受付等に関すること。 

（５）入居者との使用貸借契約の締結に関すること。 
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（６）付帯設備（ガスコンロ又は照明器具）の新設に関すること。 

（７）退去届の受領等に関すること。 

（８）その他入居者の状況の確認に関すること。 

（９）「被災者向け応急借上げ住宅賃貸借契約書（定期借家契約）」及び「被災者向け応急借上げ

住宅使用貸借契約書」で委任された事務に関すること。 

 

（宅地建物取引業者の事務） 

第８条 宅地建物取引業者（以下「仲介業者」という。）は、借上げに係る仲介に関して、次の事

務を行う。 

（１）県の依頼により，第４条第２号の要件を満たす住宅をあっせんするとともに、同条第１号の

同意の確認を行うこと。 

（２）入居対象者に対して、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第35条の規定により、書

面を交付し、重要事項説明を行うこと。 

（３）借上げに係る使用貸借契約書、定期借家契約及び借家人損害賠償保険申込書を作成すること。 

（４）鍵の受渡し等の入居対象者の入居手続に関すること。 

（５）その他借上げに係る仲介に関すること。 

 

（入居手続）  

第９条 応急借上げ住宅の利用を必要とする被災者は、様式第１号「受付票」に記入を行い、市に

申し出るものとし、市は、被災者が第３条に該当するか確認を行う。  

２ 市は、入居対象者対し、一般社団法人山口県宅地建物取引業協会、公益社団法人全国不動産協

会山口県本部、公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会及び公益財団法人日本賃貸住宅管理

協会が指定する仲介業者をあっせんする。  

３ 仲介業者は、入居対象者に対し、第４条第２号及び第３号の要件を満たす住宅をあっせんする

とともに、同条第１号の同意の確認を行うものとする。 

４ 貸主又は仲介業者は、入居対象者に借上げの申込みに必要な書類を交付するとともに、第８条

第２号及び第３号の説明を行うものとする。  

５ 借上げの申込みは、入居対象者が様式第２号「応急借上げ住宅申込書」、様式第３号「同意書」

及び様式第４号「誓約書」に記入のうえ、り災証明書及び住民票等を添えて、仲介業者に提出す

るものとする。  

６ 前項に基づき受領した書類は、市へ提出し、市は簡易審査を行った後、県に送付するものとす

る。  

７ 県は、要件を審査し、借上げが適当と認める場合は、市又は仲介業者を介して入居対象者に様

式第５号「賃貸住宅借上げ通知書」を通知する。 

８ 契約は、前項の通知日以降にできるものとし、仲介業者は、（１）の契約書は３部、（２）契

約書は２部作成し、押印された契約書を市に提出する。 

（１）貸主に対しては、様式第６号「被災者向け応急借上げ住宅賃貸借契約書（定期借家契約）」 

（２）入居対象者に対しては、様式第７号「被災者向け応急借上げ住宅使用貸借契約書」 

９ 前項の契約書は、市が押印を行い、市を介して県に送付し、県が押印を行う。 

10 締結した契約書は、県から仲介業者に送付し、仲介業者は貸主及び入居者に送付し、各々１部
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保管するものとする。 

11 鍵の受渡しは、貸主又は仲介業者と入居者で行うものとする。 

12 入居者が、第３条に該当しないことが判明したときは、様式第８号「応急借上げ住宅不可通知

書」を送付するものとする。 

 

（申込み受付期間） 

第10条 借上げに係る申込み受付期間及び入居住宅の決定方法は、別に定める。 

 

（退去の手続） 

第11条 応急借上げ住宅の退去の事務は、次のとおりとする。 

（１）入居者は、応急借上げ住宅を退去する場合は、退去の1か月前までに、様式第9号「応急借上

げ住宅退去届」を市に提出し、市は、その写しを県、仲介業者及び貸主に送付するものとする。 

（２）入居者は、契約期間が終了する日までに、住宅を明け渡さなければならない。 

（３）貸主は、入居者の故意過失による損壊がある場合を除き、入居者への退去時修繕費用の請求

をしないものとする。 

（４）入居者の故意過失による損壊がある場合、貸主は、入居者に修繕費用を請求することができ

るものとする。 

（５）鍵の受渡しは、貸主又は仲介業者と入居者で行うものとする。 

 

（その他） 

第12条 応急借上げ住宅の入居者は、他の応急仮設住宅に入居することはできない。 

２ 応急借上げ住宅の入居者は、災害救助法に基づく自宅等の応急修理制度を利用できない。 

３ 平成30年７月６日以降、第３条の入居対象者が、既に別途契約して民間賃貸住宅に入居してい

る場合においても、第４条及び第５条を満たし、貸主の同意が得られる場合には、第２条に基づ

く契約を締結することで、本事業の対象とする。 

４ この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附則 

この要領は，平成 30年８月１日から施行する。 

 

附則 

この要領は、平成 31年１月 16日から施行する。 

 

別 表 

世帯人数 月額家賃限度額（円） 参考（間取りの目安） 

１～２人 ６０，０００円 １Ｋ、１ＤＫ、２ＤＫ 

３～４人 ７０，０００円 ３ＤＫ（２ＬＤＫ） 

５人以上 ９０，０００円 ４ＤＫ（３ＬＤＫ） 
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様式第1号

受付No.

岩国市

受　付　日

フリガナ フリガナ

相談者 世帯主

連　絡　先 ① ②

フリガナ

相談者
以外

連　絡　先 ①

被災時住所

　・避難所  　・ホテル旅館

家族人数 ペット 　□　あり 　□　なし

り災証明書 　□　あり　　 □　申請中　　 □　なし

被災の状況

　□　半壊（大規模半壊）で、流入した土砂等により居住できない

　□　上記以外　⇒　入居対象外となります。

被災状況

希望物件

希望エリア 駐車場

提出書類

※　「応急借上げ住宅」とは、民間の賃貸アパートなどを山口県が借り上げ、提供する住宅です。

□ り災証明書（写）　□ 住民票（写）※入居予定者全員が記載されたもの
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　□　全壊　　□　全焼　　□　流出　　□　二次災害等のおそれ

（　　　　　　校区）

被災者向け応急借上げ住宅（受付票）

岩国市

人

　□ 要　　　□ 不要

「平成30年７月豪雨災害」

　　　LDK　　　　DK　　　K　　ﾜﾝﾙｰﾑ　 　□ 共同住宅　　□ 一戸建　　□ その他

相談者等
の氏名

平成　　　　年　　　　月　　　　日

相談者以外
の氏名

（親族等）

その他メモ

　　家賃は無料ですが、家賃に含まれない駐車場代（２台目以降を含む）、新たに設置する
　　エアコン費用、家賃に含まれない共益費、カーテン、自治会費、光熱水費などは
    入居者負担となります。

現在の居所
避難所等
（名称）

その他
　・自宅
　・親戚宅
　・友人宅

り災証明
の内容
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様式第1号

※　山口県の審査後の契約・入居となります。

（市町確認欄）

借上げ住宅の基準

その他確認事項

　□　家賃　　　　　 円以下　　□　人数　　□　敷金等なし
　□　S56.6.1以降に建設されたもの

　□　災害救助法に基づく住宅の応急修理又は障害物の除去
　　　 を実施していない

り災証明，住民票等
　□　り災証明書（写）      □　住民票（入居予定者全員）（写）

　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
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様式第２号

申込者
フリガナ

氏　　名 ※世帯主名としてください。
住　　所
(被災時)

電話番号 　　　　　　　

（携帯電話）

※　昼間に連絡が取れる番号をご記入ください。
応急借上げ住宅の状況

所在地

住宅の名称･室名

間取り （　　） ・ ＬＤＫ ・ ＤＫ ・ Ｋ ・ ワンルーム 人数：

建設時期 年　　 月 建設

費用 月額 円

月額 円

月額 円

月額 円 入居者負担

年額 円

円

円

貸　　主

仲介業者

仲介業者
所属団体

敷金・礼金 -

仲介業者住所・連絡先

（ＴＥＬ：　　　　　-　　　　　-　　　　　）

岩国市

担当者：　　　　　　　
（〒　　　　-　　　　　）

　□ （一社）山口県宅地建物取引業協会、    □ （公社）全日本不動産協会山口県本部
　□ （公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会、 □（公財）日本賃貸住宅管理協会

退去時修繕費

　以下により,応急借上げ住宅に決定するよう,添付資料を添えて,申込みます。
 ※添付資料：り災証明書、住民票（入居予定者全員が記載されたもの）、同意書、誓約書等

現在の居所

現在の居住地について、下記のいずれかに○をしてください。
　・避難所　　・ホテル旅館　　・自宅　　・親戚、友人宅　　・その他（　　　　　　　）

※避難所名、ホテル旅館名を記載してください。
※親戚宅等に居住されている場合は、名前と住所等を記載してください。

氏　　　名

電話番号

申込者以外
（親族等）

フリガナ

県負担
※家賃の2ヶ月分

家　　賃
県負担
※別表を上限とする

被災者向け応急借上げ住宅（申込書）
「平成30年７月豪雨災害」

仲介手数料 県負担
※賃料0.54ヶ月分（消費税相当分を含む）

共益費
入居者負担
※家賃に含まれないもの

損害保険料 県負担

自治会費

駐車場使用料 入居者負担
※家賃に含まれないもの（２台目以降を含む）

審査申込書　p.1/3
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様式第２号

団体受付番号

所属団体事務局で記入→

入居予定者　（申込者本人分も記入してください。）

人数　計 人

ペット

【注意！】必ずお読みください！

※入居予定者全員が記載された住民票を添付してください。

※　世帯人員の構成は，被災時のものと同一であることが原則です。

　審査申込みに当たって，世帯を分離したり，結合したりすることはできません。

※　借上げにより提供できる住宅は，一つのみです。

　被災時に，いわゆる２世帯住宅・３世代住宅にお住まいの場合も，

　提供できる住宅は，１戸（戸建ての場合は１棟）です。

続柄 年齢
備　　　　考

（高齢者，障がい者，要介護等の特記事項など）

　□　あり □　なし

入
居
す
る
親
族
等

フリガナ

氏　　名
性別

審査申込書　p.2/3
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様式第２号【申込者記入欄】確認事項
該当する項目の□に✓を付けてください。

①　平成30年7月豪雨災害に伴う被災者であることを証明するもの（添付書類）

　　　　□　り災証明書　　 □　住民票（入居予定者全員が記載されたもの）

　　　　□　同意書 □　誓約書 □その他（　　　　　　　　　）

②　り災証明書の内容

　　　　□　全壊　　　　　　　　 □　全焼 □　流出 □二次災害等のおそれ

　　　　□　半壊（大規模半壊）で、流出した土砂等により居住できない

　　　　□　上記以外　⇒　入居対象外

③　既に市営住宅・県営住宅・公的賃貸住宅・民間賃貸住宅等に入居している。

　　　　□　はい（　　　　　住宅）　　　　　 　　　　□　いいえ

　　　　□　入居することが決定しているが，まだ入居していない。　　　　 　　　　

　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　 　　　　

④　自らの資力をもっては住宅を確保することができない。

　　　　□　はい　　　　　 　　　　 □　いいえ

⑤　記載された個人情報について、被災者支援上他の行政機関等に提供することの同意

　　　　□　同意する 　 □　同意しない

※　「応急借上げ住宅」とは、民間の賃貸アパートなどを山口県が借り上げ、

　　提供する住宅です。

　　家賃は無料ですが、家賃に含まれない駐車場代（２台目以降を含む）、

　　新たに設置するエアコン費用、家賃に含まれない共益費、カーテン、

　　自治会費、光熱水費などは入居者負担となります。

この申込書に記載の内容について事実に相違ありません。

　※　この書類は，審査の申込書であり，契約書ではありませんのでご注意ください。

　※　書類の訂正，審査結果，契約書作成，入居時期などは，

　　　不動産業者からご連絡します。

平成　３０年　　　月　　    　日

氏名 印

（市町確認欄）

　□　り災証明書 　□　住民票（入居予定者全員）

　□　同意書 　□　誓約書

　□　その他証明書（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　

　□　家賃　　　　　 円以下　　□　人数　　□　敷金等なし
　□　S56.6.1以降に建設されたもの

　□　災害救助法に基づく住宅の応急修理又は障害物の除去
　　　 を実施していない

その他確認事項

応急借上げ住宅の基準

り災証明，住民票等

審査申込書　p.3/3
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様式第３号 

同 意 書 

 

山口県知事 

 村岡 嗣政 様 

 

 

１．暴力団員等に関する事項 

私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）に規定する暴力団員、暴力団準構成員、元暴力団構成員、元暴力団準構

成員及び暴力団構成員等（以下「暴力団員等」という。）と取引のある者ではな

いことを誓約します。 

また、私が暴力団員等であるか否かを県警本部に照会されることに同意しま

す。 

 

２．個人情報の取扱い 

 記載された個人情報について、被災者支援上他の行政機関等に提供されるこ

とに同意します。 

 

３．その他 

申請内容が事実と相違することがあった場合や、照会の結果、同居するもの

が暴力団員等であった場合には、入居が無効となることを了知しています。ま

た、入居や契約が無効となっても一切異議申し立ては致しません。 

 

平成  年  月  日 

 

（入居者）住所                         

 

氏名                     印   

 

生年月日  大正・昭和・平成   年  月  日 
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様式第４号

山口県知事

　村岡　嗣政　様

平成　　　年　　　月　　　日

住 所

氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

誓　　約　　書

　私が，この度入居します，被災者向け応急借上げ住宅につきましては，入居条件を

遵守して使用し，定められた期限までに必ず退去いたします。

　なお入居後，申請内容の不実及び入居条件違反等が判明した場合，原状回復

し，直ちに退去します。
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賃貸住宅借上げ通知書 

 

 

                      平成  年  月  日 

 

 

         様 

 

 

                山口県知事  村岡 嗣政 

 

 

次の賃貸住宅を応急仮設住宅として借り上げます。 

 

建物名称  部屋番号  

建物所在地 
 

家 賃 月額          円（山口県の負担） 

仲介手数料              円（山口県の負担） 

損害保険料  1年当たり       円（山口県の負担） 

退去修繕負担費 1年当たり       円（山口県の負担） 

借上げ期間  

※ 付帯設備（ガスコンロ又は照明器具）を新設する場合は、災害救助法に基づく生活必需

品として、市が給与しますので、岩国市危機管理課防災班（0827-29-5119）までお問合

せください。 

 

担当 土木建築部住宅課 

   （〒753-8501 山口市滝町 1-1） 

電話 083-933-3883   

 （担当者 ○○○  ） 
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被災者向け応急借上げ住宅賃貸借契約書（定期借家契約） 
 
 貸主（貸主名）                         （以下「甲」という。）と 
借主 山口県 （以下「乙」という。）及び乙が事務を委任した       （以下「丙」とい
う。）は、この契約書により頭書（１）に表示する不動産に関し定期建物賃貸借契約を締結した。 
 
頭書（１）目的物件の表示（※別紙とすることを可とする。） 
 
 
 
建 

 
 
 
物 

 
 

 
名称・部屋 

 
                                                              号室  

 
所在地 
 

 
 
 

 
構造 
 

 
木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・軽量鉄骨造・ 
その他（        ） ／（   ）階建／全（   ）戸 

 
種類 

 
マンション・アパート・戸建・（      ） 

 
建築年月 

 
    年   月 

 
住戸 
部分 
 

 
間取り 
 
 

 
（  ）ＬＤＫ・ＤＫ・Ｋ・ワンルーム 
 
 

 
床面積 
 
 

 
              ㎡ 
 
 

 

 
 
所有者 
(該当する□に 
チェック) 
 
 
 

□貸主と同じ   □下記のとおり 
 貸主との関係 

 
商号又は名称 
代表者の職名 
代表者の氏名 
所在地 

 
 
 
 
                                   ＴＥＬ 
 

 
頭書（２）契約期間（※２年以内の定期建物賃貸借契約とする。） 
 
平成   年   月   日  から   平成   年   月   日まで 
 

 
頭書（３）賃料（※別紙とすることを可とする。） 
 
賃料 

 
月額            円 

 
支払先 

 
甲の指定する先 

 
管理費、共益費 

 
賃料に含む  ・  含まない 

 
含まない場合は、頭書（３－２）のとおり 

 
駐車場（１台） 
 

 
賃料に含む  ・  含まない 

 

 
含まない場合又は２台以上の場合は、 
頭書（３－３）のとおり 

 
付帯 
設備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
設備の種類 

 
設備の状況 

 
備考 

 
ガスコンロ 
 
 

 
 新設 

 
 
付帯設備費が賃料に含まれる 
場合、通常の使用で故障など 
を起こした時は、修繕は貸主 
の負担とする。 
 
「含まない」とは、入居者が 
自らの資力で設置する場合を 
いう。 

 
  有 ・ 無 

 
賃料に含む ・ 含まない 

 
照明器具 
 
 

 
 新設  
 

有 ・ 無 
 
賃料に含む ・ 含まない 

 
エアコン 

 
有 ・ 無 

 
賃料に含む ・ 含まない 

 
給湯器 

 
有 ・ 無 

 
賃料に含む ・ 含まない 

 
 
支払時期 
 
 
 
 

 
原則的に以下のように支払う。 
初 回 支 払 分         ： 契約成立の翌月末まで 
第 ２ 回 支 払 分         ： 当月分を当月末まで 
第３回以降支払分         ： 当月分を前月末まで 
ただし４月分については当月末までに支払う。 
 

様式第 6号 
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頭書（３－２）管理費、共益費（賃料に含まない場合） 
 
項目 

 
使途 

 
負担者 

 
支払先 

 
支払時期 

 
金額 

 
管理費・共益 
費 
 
 
 

 
階段、廊下等の共用部 
分の維持管理に必要な 
光熱費、上下水道使用 
料、清掃費等として 
 

 
 
入居者 
 
 
 

 
 
甲が指定す 
る先 
 
 

 
 
甲の指定に 
よる 
 
 

 
 
月額        円 
 
 
 

 
頭書（３－３）駐車場料金（賃料に含まない場合又は２台以上の場合） 
 
項目 

 
使途 

 
負担者 

 
支払先 

 
支払時期 

 
金額 

 
駐車場料金 
 
 

 
駐車場（   台）の使

用料金として 
 

 
入居者 
 
 

 
甲が指定す 
る先 
 

 
甲の指定に 
よる 
 

 
月額        円 
 
 

 
 
頭書（４）一時金等（※別紙とすることを可とする。） 
 
項目 

 
使途 

 
負担者 

 
支払先 

 
支払時期 

 
金額 

 
退去修繕 
負担金 
 

 
退去時の原状回復の
費用として 
 

 
乙 
 
 

 
甲が指定する
先 
 

 
原則的に 
契約成立の

翌月末まで 

 
 
           円) 
(定額：賃料２か月分) 

 
仲介手数料 
 
 
 
 
 

 
賃貸借契約の媒介報 
酬として 
 
 
 
 

 
乙 
 
 
 
 
 

 
仲介業者が 
指定する先 
 
 
 
 

 
原則的に 
契約成立の 
翌月末まで 
 
 
 

 
              円 
(うち、消費税相当額 
           円) 
(定額：賃料0.5か月分※１円

未満の端数は切捨て(消費税

別途)) 
 
保険料 
 
 

 
火災保険等損害保険
料の加入費として 
 

 
乙 
 
 

 
引受保険会社

が指定する先 

 
保険契約で 
定める期日 
まで 

 
           円 
(消費税非課税） 
 

 
その他条件 
 

 
なし 
 

 
 
頭書（５）管理業者（甲から事務代行及び管理の委託を受けた不動産業者） 
          ※甲の自主管理の場合は記載不要 
 
 
 
 
管理業者 
 
 
 

 
商号又は名称 
 
 

 
 
 
（※1賃貸住宅管理業登録規定第5条第1項第2号の登録番号         ） 

 
所在地 
 
 

 
 
 
                                   ＴＥＬ 

 
受託業務 

 
甲と管理業者との間の管理委託契約等による。 

 
管理担当者 
 
 

 
氏名 
               （※2賃貸不動産経営管理士：登録番号         ） 
 

       ※１※２いずれも登録を受けている場合に記載 
 
 
頭書（５－２）仲介業者 後記の宅地建物取引業者のとおり 
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頭書（６）引受保険会社（甲から損害保険加入の委託を受けた損害保険会社と代理店） 
 
引受保険会社 

 
商号又は名称 

 
 

 
 
代理店 
(該当する□に 
チェック) 
 
 
 

 
 □後記の宅地建物取引業者Ａと同じ   □Ｂと同じ   □下記のとおり 
 
商号又は名称 
代表者の職名 
代表者の氏名 
所在地 
 

 
 
 
                                                     ㊞ 
 
                              ＴＥＬ 

 
業務 
 

 
乙を契約者、入居者を被保険者とする、本物件の火災保険等の加入手続きを行うこと 
 

 
 
頭書（７）指定口座（※別紙とすることを可とする。） 
 ① 甲が指定する口座（賃料、退去修繕負担金） 

 
金融機関 

 
支店名 

 
種別 

 
口座番号 

 
 
 

 
 
 

 
□普通 
□当座 

 
 
 

 
フリガナ 

 
 

 
口座名義人 

 
 

 
 

 
 

 
 ② 仲介業者が指定する口座（媒介報酬） 

 
金融機関 

 
支店名 

 
種別 

 
口座番号 

 
 
 

 
 
 

 
□普通 
□当座 

 
 
 

 
フリガナ 

 
 

 
口座名義人 

 
 

 
 

 
 

 
 ③ 引受保険会社が指定する口座 
      □①と同口座   □②と同口座 
      ※①又は②と同じ口座の場合は上記□にチェックを入れ、下表の記載を省略 

 
金融機関 

 
支店名 

 
種別 

 
口座番号 

 
 
 

 
 
 

 
□普通 
□当座 

 
 
 

 
フリガナ 

 
 

 
口座名義人 
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頭書（８）入居者の緊急連絡先及び同居者（※別紙とすることを可とする。） 
 
入居者氏名（ふりがな） 
 

 
（                   ） 
 

 
緊急連絡先 
 
 
 
 
 
 

 
（自 宅）ＴＥＬ 
 
（勤務先）ＴＥＬ 
（会社名・部署名） 
 
（携 帯）ＴＥＬ 
 

 

 
同居者名（ふりがな） 

 
年齢 

 
続柄 

 
同居者名（ふりがな） 

 
年齢 

 
続柄 

 
（        ） 
 

 
 
 

 
 
 

 
（        ） 
 

 
 
 

 
 
 

 
（        ） 
 

 
 
 

 
 
 

 
（        ） 
 

 
 
 

 
 
 

 
（        ） 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
（        ） 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
頭書（９）乙が事務を委任する市町（丙：乙から事務の委任を受けた市町） 
 
市町名 

 
 

 
連絡窓口 
 

 
部署名： 
担当者：                 ＴＥＬ 

 
委任する事務 
 
 
 
 

 
１．本契約に定める入居者の義務を入居者に遵守させること 
２．本物件の明渡しに係る一切の事務 
３．本契約に関する甲又は関係者との協議 
 

 
 
頭書（１０）特約事項（※別紙とすることを可とする。） 
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本契約の締結を証するため、本契約書を３通作成し、甲、乙及び丙が記名押印のうえ、各自１通
を保有する。 
                                 平成   年   月   日 
 
 
甲・貸主 
 
 
 

 
商号又は名称 
代表者の職名 
氏名 

 
 
 
                                 ㊞ 

 
 
ＴＥＬ 
 

 
住所 

 
〒 

 
（貸主代理 
 の場合） 
 
 
 

 
商号又は名称 
代表者の職名 
氏名 

 
 
 
                                 ㊞ 

 
 
ＴＥＬ  
 

 
住所 

 
〒 

 
 
乙・借主 
 
 
 

 
山口県 
 
代表者  山口県知事  村 岡  嗣 政          ㊞ 

 
ＴＥＬ 083-933-3883 
 
 

 
住所 〒７５３－８５０１ 山口県山口市滝町１－１ 

 
 
丙・乙が事務

を委任した市

町 
 
 

 
 
 
代表者                           ㊞ 

 
ＴＥＬ  
 
 

 
住所 〒 
 

 
 
 
 
 
宅

地

建

物

取

引

業

者 
 
 
 
 
 

 
Ａ 

 
Ｂ 

 
商号又は名称 
 
代表者の職名 
代表者の氏名 
 
所在地 
 
ＴＥＬ 

 
 
 
 
                      ㊞ 
 
〒 
 
 

 
商号又は名称 
 
代表者の職名 
代表者の氏名 
 
所在地 
 
ＴＥＬ 

 
 
 
 
                      ㊞ 
 
〒 
 
 

 
免許番号 

 
    （  ）第      号 

 
免許番号 

 
    （  ）第      号 

 
免許年月日 

 
         年  月  日 

 
免許年月日 

 
         年  月  日 

 
所属団体 

 
全宅連 ・ 全日 ・ なし 

 
所属団体 

 
全宅連 ・ 全日 ・ なし 

 
 
宅

地

建

物

取

引

士 
 
 
 

 
氏名 

 
                      ㊞ 

 
氏名 

 
                      ㊞ 

 
登録番号 

 
    知事 第    号 

 
登録番号 

 
    知事 第    号 

 
業務に従事する 
事務所名 
 
事務所所在地 
 
ＴＥＬ 
 

 
 
 
 
〒 
 
 
 

 
業務に従事する 
事務所名 
 
事務所所在地 
 
ＴＥＬ 
 

 
 
 
 
〒 
 
 
 

※この契約書は、宅地建物取引業法第３７条第２項に定められている書面を兼ねています。 
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契約条項 
 
（契約の締結） 
第１条 貸主（以下「甲」という。）、借主（以下「乙」という。）及び乙が事務を委任した市
町（以下「丙」という。）は、頭書（１）に記載する賃貸借の目的物件（以下「本物件」という。）
について、以下の条項により居住を目的とする借地借家法（平成３年法律第９０号）第３８条に
定める契約の更新のない定期建物賃貸借契約（以下「本契約」という。）を締結した。 
 
（契約の目的） 
第２条 乙は、              災害による被災者で住宅に困窮する者に居住を目
的とする住宅を確保するため、甲から本物件を賃借する。 
２ 甲は、本物件を乙が入居契約等転貸借に関する事務を委任した丙が別途使用貸借契約を締結
する者（以下「入居者」という。）に転貸することを承諾するものとする。ただし、以下の条文
において、入居者が行うべき義務は、乙が責任をもって入居者に行わせるものとする。 
 
（契約期間） 
第３条 契約期間は、頭書（２）に記載するとおりとする。 
２ 本契約は、前項に規定する期間が満了した場合、甲と乙は再契約による更新はしない。ただ
し、乙が災害救助の事情に応じて再契約を申し入れた場合には、甲と乙で協議する。 
３ 乙及び丙は、本契約は期間の満了により終了し更新がないことについて、入居者に対してあ
らかじめ十分に説明するものとする。 
 
（賃料） 
第４条 乙は、頭書（３）の記載に従い、甲からの請求に基づき、原則、家賃の初回支払分につ
いては、契約成立の翌月末までに、第２回支払分の当月分を当月末までに、第３回以降支払分の
当月分を前月末までに甲が指定する口座に支払うものとする。だたし、４月分の賃料については、
当月末までに支払うものとする。 
２ １か月に満たない期間の家賃は、先乗後除の方法で１か月を実日数で日割計算し１円未満の
端数を切り捨てた額とする。ただし、本契約を解除又は解約した月の賃料は、１か月に切り上げ
て計算した額とする。 
 
（管理費、共益費） 
第５条 共益費、管理費を賃料に含まない場合は、入居者は、頭書（３－２）の記載に従い、管
理費、共益費を負担するものとし、甲は入居者にこれを請求するものとする。 
２ １か月に満たない期間の管理費、共益費は、先乗後除の方法で１か月を実日数で日割計算し
１円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、本契約を解除又は解約した月の管理費、共益費
は、１か月に切り上げて計算した額とする。 
 
（駐車場料金） 
第６条 駐車場料金を賃料に含む場合は、１台までとし、駐車場料金を賃料に含まない場合又は
２台以上の場合は、頭書（３－３）の記載に従い入居者が負担するものとし、甲は入居者にこれ
を請求するものとする。 
２ １か月に満たない期間の駐車場料金は、先乗後除の方法で１か月を実日数で日割計算し１円
未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、本契約を解除又は解約した月の駐車場料金は、１か
月に切り上げて計算した額とする。 
 
（退去修繕負担金） 
第７条 乙は、頭書（４）の記載に従い、甲からの請求に基づき、退去修繕負担金を甲が指定す
る口座に支払うものとする。 
２ 退去修繕負担金についてのその他の事項は、第１４条に定めるとおりとする。 
 
（負担の帰属） 
第８条 建物所有者は、本物件に係る公租公課を負担するものとする。 
２ 入居者は、電気・ガス・水道・その他専用設備に係る使用料金を負担するものとする。  
３ 乙は、保険料を負担するものとし、頭書（４）記載の金額を、頭書（６）記載の引受会社か
らの請求に基づき、同者が指定する口座に支払うものとする。  
 
（禁止又は制限される行為） 
第９条 入居者は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若し
くは模様替え又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。 
２ 入居者は、本物件の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 
一 居住以外の目的に使用すること。 
二 鉄砲、刀剣類若しくは爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。 
三 大型の金庫、その他の重量の大きな物品等を搬入し又は備え付けること。 
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四 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。 
五 大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。 
六 猛獣、毒蛇、鳴き声、臭い等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。 
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第六号に
規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）を同居させ、又は暴力団員に本物件を使用させ
ること 
八 甲及び乙の承諾なしに、入居者及び入居者の同居人以外を同居させ若しくは本物件を使用さ
せ又は入居者を変更すること。ただし、出産及び死亡によるものを除く。 
九 その他法令又は条例に違反する行為を行うこと。 
３ 入居者は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる
行為を行ってはならない。 
一 犬、猫その他小動物等ペットの飼育 
二 階段・廊下等共用部分への物品の設置 
三 階段・廊下等共用部分への看板・ポスター等の広告物の掲示 
 
（入居者の善管注意義務） 
第１０条 入居者は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。 
２ 入居者は、特に本物件の火災発生防止に留意するものとする。 
３ 入居者は、甲が定める管理規約・使用細則等を遵守するものとする。また、甲が本物件管理
上必要な事項を入居者に通知した場合その事項を遵守しなければならない。 
４ 入居者は、甲より貸与された鍵を善良なる管理者の注意をもって保管かつ使用しなければな
らない。万一紛失又は破損したときは、入居者は、直ちに甲に連絡のうえ、甲が新たに設置した
鍵の交付を受けるものとする。ただし、新たな鍵の設置費用は入居者の負担とする。 
５ 入居者は、鍵の追加設置、交換、複製を甲の承諾なく行ってはならない。 
 
（契約期間中の修繕） 
第１１条 甲は、入居者が入居中における次の各号に掲げる修繕を除き、入居者が本物件を使用
するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、入居者の故意又は過失によ
り必要となった修繕に要する費用は、入居者が負担しなければならない。 
一 畳の取替え、裏返し 
二 障子紙の張り替え、ふすま紙の張り替え 
三 電球、蛍光灯、ヒューズの取替え 
四 その他費用が軽微な修繕 
２ 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を入居者に通知しな
ければならない。この場合において、入居者は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施
を拒否することができない。 
３ 入居者は、甲の承諾を得ることなく、第１項各号に掲げる修繕を自らの負担において行うこ
とができる。 
４ 本物件内に破損箇所が生じたとき、入居者は、甲に速やかに届け出て確認を得るものとし、
その届出が遅れて甲に損害が生じたときは、入居者はこれを賠償する。 
 
（契約の解除） 
第１２条 甲は、入居者が自らの故意又は過失により必要となった修繕に要する費用の負担を怠
った場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催促したにもかかわらず、その期
間内に当該義務を履行しないときは本契約を解除することができる。 
２ 甲は、入居者が次の各号に掲げる行為をした場合において、当該行為により本契約を継続す
ることが困難であると認められるに至ったときは、入居者及び乙に催告することなく直ちに本契
約を解除することができる。 
一 本物件を居住の用以外に使用したとき。 
二 第９条のいずれかの規定に違反したとき。 
三 その他入居者が本契約の各条項に違反したとき。 
３ 入居者が次の各号の一に該当するときは、前項に定める「本契約を継続することが困難であ
ると認められるに至った」ものとみなす。 
一 入居者又は入居者の同居人が、暴力団員であるにもかかわらず、そのことを偽って契約をし
たことが判明したとき。 
二 入居者が、本物件を暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第２条第二号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の事務所として使用したとき。 
三 入居者が、本物件の共用部分に反復継続して暴力団員を出入りさせたとき。 
四 入居者が、本物件、共用部分その他本件建物の周辺において、暴力団員であるとの威力を背
景に、粗野な態度、言動により第三者に不安感、不快感、迷惑を与えたとき。 
五 入居者が、第９条第２項第七号又は第八号の規定に違反したとき。 
六 入居者が暴力団以外の破壊・暴力活動を行う組織その他の反社会的と認められる組織・団体
等の一員として前各号に該当した場合その他前各号に準ずる事情が生じたとき。 
七 入居者が第９条のいずれかの規定に違反し甲、乙及び丙の注意・勧告等に応じなかったとき。 
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（乙からの解約） 
第１３条 乙は甲に対して１ヶ月前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を終了するこ
とができる。 
２ 前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から１か月分の賃料又は賃料相当額を甲に支
払うことにより、解約申入れの日から起算して１か月を経過する日までの間、随時に本契約を終
了することができる。 
３ この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７条）第２３４条の３及び同法施行令（昭和
２２年政令第１６号）第１６７条の１７の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の
属する年度の翌年度以降において、乙の歳出予算の当該金額について減額又は削減があったとき、
乙は、この契約を変更又は解約することができるものとする。 
 
（明渡し及び明渡し時の修繕） 
第１４条 乙及び入居者は、明渡し日を１か月前までに甲に通知の上、本契約が終了する日まで
に本物件を明け渡さなければならない。 
２ 乙及び入居者は、前２条の規定に基づき本契約が解除又は解約された場合にあっては、直ち
に本物件を明け渡さなければならない。 
３ 乙及び入居者は、明渡しの際、貸与を受けた本物件の鍵を甲に返還し、複製した鍵は甲に引
き渡さなければならない。 
４ 本契約終了時に本物件等内に残置された入居者の所有物があり、本物件を維持管理するため
に、緊急やむを得ない事情がある時は、入居者がその時点でこれを放棄したものとみなし、甲は
これを必要な範囲で任意に処分し、その処分に要した経費を入居者に請求することができる。 
５ 本物件の明渡し時における本物件の原状回復工事は甲が行うものとする。 
６ 乙は、甲に対し、前項の現状回復（通常損耗、経年劣化を含む。）に要する費用として、頭
書（４）に記載する退去修繕負担金を初回賃料支払時に合わせて支払うものとする。 
７ 甲は、乙及び入居者に対し、退去修繕負担金以外の退去時修繕費用、機器・設備類の点検交
換費用その他これらに類する費用を請求しないものとし、乙は、甲に対し、退去修繕負担金の返
還請求は行わない。 
８ 甲は、入居者の故意又は過失による損壊に対する修繕費用を入居者に請求することができる。 
 
（立入り） 
第１５条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他本物件の管理上特に必要があるとき
は、あらかじめ入居者の承諾を得て、本物件に立ち入ることができる。 
２ 入居者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することは
できない。 
３ 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が本
物件の確認をするときは、甲及び物件の確認をする者は、あらかじめ入居者の承諾を得て、本物
件内に立ち入ることができる。 
４ 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、
あらかじめ入居者の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、
甲は、入居者の承諾を得ずに立ち入ったときは、その旨を入居者に通知しなければならない。 
 
（事務委任市町） 
第１６条 乙は、頭書（９）の事務を丙に行わせることとする。 
２ 第１項で定める事務に要する費用は、丙が負担する。 
 
（宅地建物取引業者） 
第１７条 乙は、頭書（４）に記載する仲介料を原則的に契約成立の翌月末までに、頭書（５）
記載の仲介業者からの請求に基づき、同者が指定する口座に支払うものとする。  
２ 仲介業者は、この取引の代理又は媒介を行う。 
 
（個人情報） 
第１８条 乙は、入居者及び入居者の同居者の氏名等の個人情報を、本物件の管理を目的として
甲に、被災者支援を目的として国及び地方公共団体に提供するものとする。 
 
（協議） 
第１９条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生
じた場合は民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。 
 
（合意管轄裁判所） 
第２０条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本物件の所在地
を管轄する地方（簡易）裁判所を第一審管轄裁判所とする。 
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（特約事項） 
第２１条 特約事項については、頭書（１０）に記載するとおりとする。 
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被災者向け応急借上げ住宅使用貸借契約書 
 
 貸主（山口県から事務委任を受けた市町）          （以下「甲」という。）と 
借主 （入居者）            （以下「乙」という。）は、この契約書により頭書（１）
に表示する不動産に関し使用貸借契約を締結した。 
 
頭書（１）目的物件の表示（※別紙とすることを可とする。） 
 
 
 
建 

 
 
 
物 

 
 

 
名称・部屋 

 
                                                              号室  

 
所在地 
 

 
 
 

 
構造 
 

 
木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・軽量鉄骨造・ 
その他（        ） ／（   ）階建／全（   ）戸 

 
種類 

 
マンション・アパート・戸建・（      ） 

 
建築年月 

 
    年   月 

 
住戸 
部分 
 

 
間取り 
 
 

 
（  ）ＬＤＫ・ＤＫ・Ｋ・ワンルーム 
 
 

 
床面積 
 
 

 
              ㎡ 
 
 

頭書（１－２）物件主（目的物件について山口県が別途締結した定期賃貸借契約の貸主をいう。） 
 
山口県への貸主 
 
 
 

 
氏名 
住所 

                                             ＴＥＬ 
 

 

 
 
目的物件の 
所有者 
(該当する□に 
チェック) 

□物件主と同じ   □下記のとおり  物件主との関係 

商号又は名称 
代表者の職名 
代表者の氏名 
所在地 

 
 
 
                                   ＴＥＬ 

 
頭書（２）契約期間 
 
平成   年   月   日  から   平成   年   月   日まで 
 

 
頭書（３）賃料（※別紙とすることを可とする。） 
山口県と物件主の契

約賃料 
 
月額            円 

 
支払先 

 
 

 
管理費、共益費 

山口県と物件主の契約賃料に 

 

含む  ・  含まない 

 
含まない場合は、頭書（３－２）のとおり 

 
駐車場（１台） 

山口県と物件主の契約賃料に 

 

       含む  ・  含まない 

含まない場合又は２台以上の場合は、 
頭書（３－３）のとおり 

 
付帯 
設備 
 
 
 
 
 
 
 

 
設備の種類 

 
設備の状況（乙設置を除く。） 

 
備考 

 
ガスコンロ 

 
   新設  ・  既存  ・  無 

 
 
 
通常の使用で故障などを起こし 
た時は、修繕は物件主の負担と 
する。 
 

 
照明器具 

 
   新設  ・  既存  ・  無 

 
エアコン 

 
   新設  ・  既存  ・  無 

 
給湯器 

 
   新設  ・  既存  ・  無 

 
支払時期 

 
 

様式第 7号 
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頭書（３－２）管理費、共益費（賃料に含まない場合） 
 
項目 

 
使途 

 
負担者 

 
支払先 

 
支払時期 

 
金額 

 
管理費・共益 
費 
 
 
 

 
階段、廊下等の共用部 
分の維持管理に必要な 
光熱費、上下水道使用 
料、清掃費等として 
 

 
 
乙 
 
 
 

 
 
物件主が指
定する先 
 
 

 
 
物件主の指
定による 
 
 

 
 
月額        円 
 
 
 

 
頭書（３－３）駐車場料金（賃料に含まない場合又は２台以上の場合） 
 
項目 

 
使途 

 
負担者 

 
支払先 

 
支払時期 

 
金額 

 
駐車場料金 
 
 

 
駐車場（   台）の使

用料金として 
 

 
乙 
 
 

 
物件主が指

定する先 
 

 
物件主の指

定による 
 

 
月額        円 
 
 

 
 
頭書（４）一時金等（※別紙とすることを可とする。） 
 
項目 

 
使途 

 
負担者 

 
支払先 

 
支払時期 

 
金額 

 
退去修繕 
負担金 
 

 
退去時の原状回復の費
用として 
 

 
山口県 
 
 

 
物件主が指定
する先 
 

 
原則的に 
契約成立の

翌月末まで 

 
山口県と物件主の定期賃貸借

契約（別途締結）により負担 

 
仲介手数料 
 
 

 
賃貸借契約の媒介報 
酬として 
 

 
山口県 
 
 

 
仲介業者が 
指定する先 
 

 
原則的に 
契約成立の 
翌月末まで 

 
同上 
 
 

 
保険料 
 
 

 
火災保険等損害保険料
の加入費として 
 

 
山口県 
 
 

 
引受保険会社

が指定する先 

 
原則的に 
契約成立の 
翌月末まで 

 
同上 
 
 

 
その他条件 
 

 
なし 
 

 
 
頭書（５）管理業者（甲から事務代行及び管理の委託を受けた不動産業者） 
          ※甲の自主管理の場合は記載不要 
 
 
 
 
管理業者 
 
 
 

 
商号又は名称 
 
 

 
 
 
（※1賃貸住宅管理業登録規定第5条第1項第2号の登録番号         ） 

 
所在地 
 
 

 
 
 
                                   ＴＥＬ 

 
受託業務 

 
甲と管理業者との間の管理委託契約等による。 

 
管理担当者 
 
 

 
氏名 
               （※2賃貸不動産経営管理士：登録番号         ） 
 

       ※１※２いずれも登録を受けている場合に記載 
 
 
頭書（５－２）仲介業者 後記の宅地建物取引業者のとおり 
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頭書（６）引受保険会社（物件主から損害保険加入の委託を受けた損害保険会社と代理店） 
 
引受保険会社 

 
商号又は名称 

 
 

 
 
代理店 
(該当する□に 
チェック) 
 
 
 

 
 □後記の宅地建物取引業者Ａと同じ   □Ｂと同じ   □下記のとおり 
 
商号又は名称 
代表者の職名 
代表者の氏名 
所在地 
 

 
 
 
                                                     ㊞ 
 
                              ＴＥＬ 

 
業務 
 

 
山口県を契約者、乙を被保険者とする、本物件の火災保険等の加入手続きを行うこと 
 

 
頭書（７）指定口座（※別紙とすることを可とする。） 
 物件主が指定する口座 
 （管理費・共益費、駐車場料金を賃料に含まない場合又は駐車場が２台以上の場合） 

 
金融機関 

 
支店名 

 
種別 

 
口座番号 

 
 
 

 
 
 

 
□普通 
□当座 

 
 
 

 
フリガナ 

 
 

 
口座名義人 

 
 

 
 

 
 

 
頭書（８）入居者の緊急連絡先及び同居者（※別紙とすることを可とする。） 
 
入居者氏名（ふりがな） 
 

 
（                   ） 
 

 
緊急連絡先 
 
 
 
 
 
 

 
（自 宅）ＴＥＬ 
 
（勤務先）ＴＥＬ 
（会社名・部署名） 
 
（携 帯）ＴＥＬ 
 

 

 
同居者名（ふりがな） 

 
年齢 

 
続柄 

 
同居者名（ふりがな） 

 
年齢 

 
続柄 

 
（        ） 
 

 
 
 

 
 
 

 
（        ） 
 

 
 
 

 
 
 

 
（        ） 
 

 
 
 

 
 
 

 
（        ） 
 

 
 
 

 
 
 

 
（        ） 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
（        ） 
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頭書（９）山口県から事務の委任を受けた市町 
 
市町名 

 
 

 
連絡窓口 
 

 
部署名： 
担当者：                 ＴＥＬ 

 
委任する事務 
 
 
 
 

 
１．本契約に定める入居者の義務を入居者に遵守させること 
２．本物件の明渡しに係る一切の事務 
３．本契約に関する甲又は関係者との協議 
 

 
 
頭書（１０）特約事項（※別紙とすることを可とする。） 
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本契約の締結を証するため、本契約書を２通作成し、甲、乙が記名押印のうえ、各自１通を保有
する。 
                                 平成   年   月   日 
 
 
甲・貸主（山

口県から事務

を委任された

市町） 
 

 
 
 
代表者                           ㊞ 

 
ＴＥＬ  
 
 

 
住所 〒 
 

 
 
乙・借主（入

居者） 
 
 
 

 
氏名 
                                           ㊞ 

 
ＴＥＬ 
 

 
住所 〒 
 
 

 
 
 
 
 
宅

地

建

物

取

引

業

者 
 
 
 
 
 

 
Ａ 

 
Ｂ 

 
商号又は名称 
 
代表者の職名 
代表者の氏名 
 
所在地 
 
ＴＥＬ 

 
 
 
 
                      ㊞ 
 
〒 
 
 

 
商号又は名称 
 
代表者の職名 
代表者の氏名 
 
所在地 
 
ＴＥＬ 

 
 
 
 
                      ㊞ 
 
〒 
 
 

 
免許番号 

 
    （  ）第      号 

 
免許番号 

 
    （  ）第      号 

 
免許年月日 

 
         年  月  日 

 
免許年月日 

 
         年  月  日 

 
所属団体 

 
全宅連 ・ 全日 ・ なし 

 
所属団体 

 
全宅連 ・ 全日 ・ なし 

 
 
宅

地

建

物

取

引

士 
 
 
 

 
氏名 

 
                      ㊞ 

 
氏名 

 
                      ㊞ 

 
登録番号 

 
    知事 第    号 

 
登録番号 

 
    知事 第    号 

 
業務に従事する 
事務所名 
 
事務所所在地 
 
ＴＥＬ 
 

 
 
 
 
〒 
 
 
 

 
業務に従事する 
事務所名 
 
事務所所在地 
 
ＴＥＬ 
 

 
 
 
 
〒 
 
 
 

※この契約書は、宅地建物取引業法第３７条第２項に定められている書面を兼ねています。 
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契約条項 
 
（契約の目的） 
第１条 甲は、              災害による被災者で住宅に困窮する者に居住を目
的として山口県が物件主から貸借した本物件を、乙に無償で貸付け、乙はこれを自ら居住するた
めに借り受ける。 
 
（契約期間） 
第２条 契約期間は、頭書（２）に記載するとおりとする。 
 
（賃料） 
第３条 賃料は無償とする。 
 
（管理費、共益費） 
第４条 共益費、管理費を賃料に含まない場合は、乙は、頭書（３－２）の記載に従い、管理費、
共益費を負担するものとし、乙は物件主からの請求に基づき支払うものとする。 
２ １か月に満たない期間の管理費、共益費は、先乗後除の方法で１か月を実日数で日割計算し
１円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、契約を解除又は解約した月の管理費、共益費は、
１か月に切り上げて計算した額とする。 
 
（駐車場料金） 
第５条 駐車場料金を賃料に含まない場合又は２台以上の場合は、乙は、頭書（３－３）の記載
に従い駐車場料金を負担するものとし、乙は物件主からの請求に基づき支払うものとする。 
２ １か月に満たない期間の駐車場料金は、先乗後除の方法で１か月を実日数で日割計算し１円
未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、契約を解除又は解約した月の駐車場料金は、１か月
に切り上げて計算した額とする。 
 
（退去修繕負担金） 
第６条 退去修繕負担金は、頭書（４）の記載に従い、山口県が負担する。 
２ 退去修繕負担金についてのその他の事項は、第１４条に定めるとおりとする。 
 
（負担の帰属） 
第７条 乙は、電気・ガス・水道・その他専用設備に係る使用料金を負担するものとする。  
２ 保険料は、頭書（４）記載に従い、頭書（６）記載の引受会社からの請求に基づき、山口県
が負担する。 
 
（禁止又は制限される行為） 
第８条 乙は、物件主の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若し
くは模様替え又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。 
２ 乙は、本物件の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 
一 居住以外の目的に使用すること。 
二 鉄砲、刀剣類若しくは爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。 
三 大型の金庫、その他の重量の大きな物品等を搬入し又は備え付けること。 
四 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。 
五 大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。 
六 猛獣、毒蛇、鳴き声、臭い等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。 
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第六号に
規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）を同居させ、又は暴力団員に本物件を使用させ
ること 
八 物件主及び甲の承諾なしに、頭書（８）に記載した乙の同居人以外を同居させ若しくは本物
件を使用させ又は同居者を変更すること。ただし、出産及び死亡によるものを除く。 
九 その他法令又は条例に違反する行為を行うこと。 
３ 乙は、本物件の使用に当たり、物件主の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる
行為を行ってはならない。 
一 犬、猫その他小動物等ペットの飼育 
二 階段・廊下等共用部分への物品の設置 
三 階段・廊下等共用部分への看板・ポスター等の広告物の掲示 
 
（乙の善管注意義務） 
第９条 乙は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。 
２ 乙は、特に本物件の火災発生防止に留意するものとする。 
３ 乙は、物件主が定める管理規約・使用細則等を遵守するものとする。また、物件主が本物件
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管理上必要な事項を乙に通知した場合その事項を遵守しなければならない。 
４ 乙は、物件主より貸与された鍵を善良なる管理者の注意をもって保管かつ使用しなければな
らない。万一紛失又は破損したときは、乙は、直ちに物件主に連絡のうえ、物件主が新たに設置
した鍵の交付を受けるものとする。ただし、新たな鍵の設置費用は乙の負担とする。 
５ 乙は、鍵の追加設置、交換、複製を物件主の承諾なく行ってはならない。 
 
（契約期間中の修繕） 
第１０条 物件主は、乙が入居中における次の各号に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用する
ために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要と
なった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。 
一 畳の取替え、裏返し 
二 障子紙の張り替え、ふすま紙の張り替え 
三 電球、蛍光灯、ヒューズの取替え 
四 その他費用が軽微な修繕 
２ 前項の規定に基づき物件主が修繕を行う場合は、物件主は、あらかじめ、その旨を乙に通知
しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施
を拒否することができない。 
３ 乙は、物件主の承諾を得ることなく、第１項各号に掲げる修繕を自らの負担において行うこ
とができる。 
４ 本物件内に破損箇所が生じたとき、乙は、物件主に速やかに届け出て確認を得るものとし、
その届出が遅れて物件主に損害が生じたときは、乙はこれを賠償する。 
 
（契約の解除） 
第１１条 物件主は、乙が自らの故意又は過失により必要となった修繕に要する費用の負担を怠
った場合において、物件主が相当の期間を定めて当該義務の履行を催促したにもかかわらず、そ
の期間内に当該義務を履行しないときは本契約を解除することができる。 
２ 物件主は、乙が次の各号に掲げる行為をした場合において、当該行為により本契約を継続す
ることが困難であると認められるに至ったときは、乙に催告することなく甲に直ちに本契約の解
除を求めることができる。 
一 本物件を居住の用以外に使用したとき。 
二 第８条のいずれかの規定に違反したとき。 
三 その他乙が本契約の各条項に違反したとき。 
３ 乙が次の各号の一に該当するときは、前項に定める「本契約を継続することが困難であると
認められるに至った」ものとみなす。 
一 乙又は乙の同居人が、暴力団員であるにもかかわらず、そのことを偽って契約をしたことが
判明したとき。 
二 乙が、本物件を暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第
２条第二号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の事務所として使用したとき。 
三 乙が、本物件の共用部分に反復継続して暴力団員を出入りさせたとき。 
四 乙が、本物件、共用部分その他本件建物の周辺において、暴力団員であるとの威力を背景に、
粗野な態度、言動により第三者に不安感、不快感、迷惑を与えたとき。 
五 乙が、第８条第２項第七号又は第八号の規定に違反したとき。 
六 乙が暴力団以外の破壊・暴力活動を行う組織その他の反社会的と認められる組織・団体等の
一員として前各号に該当した場合その他前各号に準ずる事情が生じたとき。 
七 乙が第８条のいずれかの規定に違反し甲、乙及び丙の注意・勧告等に応じなかったとき。 
 
（甲からの解除） 
第１２条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 
一 甲が、乙に住宅を貸し付ける必要がなくなったと認めたとき。 
二 本物件の借上げ申込書及び申込みに当たって乙が提出した文書に虚偽の事項を記載し、その
他不正の行為により入居したとき。 
三 乙が本契約又は甲の指示若しくは命令に違反したとき。 
四 その他甲が本物件の管理上必要があると認めたとき。 
２ 前項第一号の規定により、甲が本契約を解除しようとするときは、契約解除日の１か月前ま
でに、書面により乙に通知しなければならない。 
３ 甲は、山口県が物件主と別途締結した本物件に係る賃貸借契約が解除されたときは、本契約
を解除することができる。 
４ 甲は、乙が前条第２項に掲げる行為をした場合において、当該行為により本契約を継続する
ことが困難であると認められるに至ったとき又は同条第３項の各号に該当するときは、乙に催告
することなく直ちに本契約を解除することができる。 
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（乙からの解約） 
第１３条 乙は、甲から本物件を借り受ける必要がなくなったときは、本契約を解約することが
できる。 
２ 前項の規定により乙が本契約を解約しようとするときは、契約解除日の１か月前までに、甲
に契約解約申出書を提出しなければならない。 
３ 乙が契約解約申込書を甲に提出しないで本物件から退去したときは、甲が乙の退去の事実を
知った日の翌日から起算して１０日を経過した日をもって、本契約は解除されたものとする。 
 
（明渡し及び明渡し時の修繕） 
第１４条 乙は、本契約の終了する日までに本物件を明け渡さなければならない。 
２ 乙は、前２条の規定に基づき本契約が解除又は解約された場合にあっては、直ちに本物件を
明け渡さなければならない。 
３ 乙は、明渡しの際、貸与を受けた本物件の鍵を物件主に返還し、複製した鍵は物件主に引き
渡さなければならない。 
４ 本契約終了時又は解除日に本物件等内に残置された乙の所有物があり、本物件を維持管理す
るために、緊急やむを得ない事情がある時は、乙がその時点でこれを放棄したものとみなし、物
件主はこれを必要な範囲で任意に処分し、その処分に要した費用を乙に請求することができる。 
５ 本物件の明渡し時における本物件の原状回復は物件主が行うものとする。 
６ 物件主は、乙の故意又は過失による損壊に対する修繕費用を乙に請求することができる。 
 
（立入り） 
第１５条 物件主は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他本物件の管理上特に必要がある
ときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件に立ち入ることができる。 
２ 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく物件主の立入りを拒否することは
できない。 
３ 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が本
物件の確認をするときは、物件主及び物件の確認をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物
件内に立ち入ることができる。 
４ 物件主は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合におい
ては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合におい
て、物件主は、乙の承諾を得ずに立ち入ったときは、その旨を乙に通知しなければならない。 
 
（個人情報） 
第１６条 乙は、甲が、乙及び乙の同居者の氏名等の個人情報を、本物件の管理を目的として物
件主に、被災者支援を目的として国及び地方公共団体に提供することに同意する。 
 
（協議） 
第１７条 本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、
すべて甲及び物件主の決定するところによるものとする。 
 
（合意管轄裁判所） 
第１８条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本物件の所在地
を管轄する地方（簡易）裁判所を第一審管轄裁判所とする。 
 
（特約事項） 
第１９条 特約事項については、頭書（１０）に記載するとおりとする。 
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様式第８号 

 

借上げ住宅不可通知書 

 

 

                       平成  年  月  日 

  

 

          様 

 

 

                山口県知事  村岡 嗣政 

 

 

平成  年  月  日付けで申込みのあった次の賃貸住宅は，応急仮設住

宅として借上げできませんので通知します。 

 

建物名称  部屋番号  

建物所在地 
〒 

不許可の理由 

 

（該当番号に○印） 

１ 入居対象者に該当しないため 

２ 対象住宅に該当しないため 

 〔内容：                   〕 

３ その他 

 〔内容：                   〕  

 

 

 

担当 土木建築部住宅課 

   （〒753-8501 山口市滝町 1-1） 

電話 083-933-3883   

 （担当者 ○○○  ） 
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様式第９号 

 

借上げ住宅退去届 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

山口県知事  村岡 嗣政 様 

 

 

（入居者） 

                住 所 

                氏 名              ㊞ 

 

 

 私は，次の理由により，借上げ住宅を退去します。 

建物名称  部屋番号  

建物所在地  

 

退去日 平成  年  月  日  

転居先住所 
〒 

 

転居後の連絡先 

（電話番号） 
 （携帯電話番号）  

【退去理由】 
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木造仮設住宅の建設に係る九州・山口９県の連携に関する取扱い 

 

（目的） 

第１ この取扱いは、「九州・山口９県災害時応援協定に基づく避難・収容施設及び住宅の

提供に係る応援に関する実施細目」第１１条に基づき、今後の大規模な災害に備え、被災

状況に応じた応急仮設住宅の多様な供給手法を確保するために、地域の大工・工務店等に

よる木造の建設型応急仮設住宅（以下「木造仮設住宅」という。）の建設に係る九州・山

口９県の連携に関する取扱いを定めるものである。 

 

（各県での体制整備） 

第２ 各県は、地域の実情や災害の多様性を勘案し、地域の大工・工務店団体（以下「地 

 域団体」という。）の協力を得て、木造仮設住宅を建設できる体制を整備するものとする。 

２ 各県は、前項の体制整備に際し、他県との連携や他県からの支援を得やすい環境づくり 

 を図るとともに、全国からの技術者の支援など供給能力を補完するため、各県に支部等を 

 有し、地域の大工・工務店等と連携を図れる全国規模の団体（以下「全国団体」という。） 

 との協定締結に努めるものとする。 

 

（木造仮設住宅の供給と連携） 

第３ 災害の発生によって被害が生じた県（以下「被災県」という。）は、木造仮設住宅を 

建設する必要が生じた場合は、被害の状況、必要となる住宅の戸数、建設しようとする住 

宅の構造等によって、木造仮設住宅の建設を依頼する地域団体又は全国団体を選定するも 

のとする。 

２ 前項の規定に基づき、被災県が依頼する団体が全国団体である場合は、被災県への支援 

 が円滑に行われるよう、各県は、当該全国団体の支部等と情報共有を行い、被災地支援の 

 協力を求めることができるものとする。 

 

（木造仮設住宅の建設に係る各県の協力） 

第４ 各県は、被災県からの要請が行われた場合において、木造仮設住宅の建設に係る次の  

 協力を行うよう配慮するものとする。 

 ① 建設、検査、内閣府協議等に参考となる資料の提供、助言 

 ② 建設のための職員の派遣 

 ③ 配置計画の助言等 

 ④ その他、必要となる協力 

 

（木造仮設住宅の仕様等の共通化） 

第５ 各県は、災害時の相互支援を容易にするために、全国団体に求める木造仮設住宅の間 

 取り、仕様の共通化に配慮するものとする。 
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（情報の共有） 

第６ 木造仮設住宅を建設した県は、建設完了後の九州地方会議等において、木造仮設住宅 

 の建設状況及びこれにより得られた知見等を報告し、情報共有に努めるものとする。 

 

（連絡窓口の設置等） 

第７ 各県は、木造仮設住宅の建設に係る連携の推進のため、それぞれに担当窓口、担当者 

 を設置するものとする。 

２ 各県は、災害発生時における木造仮設住宅の建設への協力を円滑に行えるよう、予め連 

 絡体制を構築するものとする。 

 

（訓練等の実施） 

第８ 各県は、木造仮設住宅の建設に係る相互支援を円滑に行うため、連絡訓練、机上訓練 

 等を行うものとする。 

２ 前項の訓練に際しては、必要に応じて、九州地方整備局及び協定団体等の協力を得るも

のとする。 

 

（委任） 

第９ 木造仮設住宅の建設に関し、九州地区の連携体制を構築するうえで必要な事項は、別 

 に定める。 

 

（附則） 

１ 各県は、当該連携体制の整備を促進し、円滑な運用を図るため、必要に応じて、国土交 

 通省九州地方整備局に対し、助言を求めることができるものとする。 

２ 当該連携体制の構築のために、熊本県を当面の取りまとめ県とする。 

３ 被災県における木造仮設住宅の建設に係る連携に加え、県境を越える広域避難等を想定 

 し、隣接県など被災県以外の地域における木造仮設住宅の建設、既設公営住宅の提供、み 

 なし仮設の提供（空き家の利用及び応急修理等の支援を含む。）等も、必要に応じて検討 

するものとする。 

４ この取扱いは、平成３１年４月１日から施行する。 
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関係機関連絡先一覧（R5.4現在） 

山口県 

担当部局 電話番号 FAX E-Mail 

厚政課 総務管理班 083-933-2710 083-933-2739 a13200@pref.yamaguchi.lg.jp 

住宅課 住宅企画班 083-933-3874 

083-933-3899 a18900@pref.yamaguchi.lg.jp 

住宅課 県営住宅管理班 083-933-3880 

住宅課 民間住宅支援班 083-933-3883 

住宅課 県営住宅計画班 083-933-3888 

住宅課 県営住宅整備班 083-933-3886 

 

市町（災害救助部局） 

担当部局 電話番号 FAX E-Mail 

下関市 防災危機管理課 083-231-9333 083-231-9966 
skbousai@city.shimonoseki.lg.

jp 

宇部市 地域福祉課 0836-34-8325 0836-22-6028 
chi-fuku@city.ube.yamaguchi.j

p 

山口市 防災危機管理課 083-934-2723 083-934-2958 bousai@city.yamaguchi.lg.jp 

萩市  福祉政策課 0838-25-3550 0838-25-3232 fukusiseisaku@city.hagi.lg.jp 

防府市 社会福祉課 0835-25-2349 0835-25-2549 shakai@city.hofu.lg.jp 

下松市 長寿社会課 0833-45-1833 0833-41-1515 chouju@city.kudamatsu.lg.jp 

岩国市 福祉政策課 0827-29-5070 0827-21-3337 
fukushiseisaku@city.iwakuni.l

g.jp 

光市  福祉総務課 0833-74-3004 0833-74-3071 hogo@city.hikari.lg.jp 

長門市 地域福祉課 0837-23-1245 0837-22-3680 
chiiki-fukushi@city.nagato.lg

.jp 

柳井市 社会福祉課 0820-22-2111 0820-23-7566 shakaifukushi@city-yanai.jp 

美祢市 福祉課 0837-52-5227 0837-52-1490 fukushi@city.mine.lg.jp 

周南市 地域福祉課 0834-22-8465 0834-22-8396 fukushi@city.shunan.lg.jp 

山陽小野田市 

 社会福祉課 
0836-82-1174 0836-81-5695 shakai@city.sanyo-onoda.lg.jp 

周防大島町 福祉課 0820-77-5505 0820-77-5111 fukushi@town.suo-oshima.lg.jp 

和木町 保健福祉課 0827-52-2195 0827-52-7277 fukusi@town.waki.lg.jp 

上関町 総務課 0820-62-0311 0820-62-1600 bousai@town.kaminoseki.lg.jp 

田布施町 町民福祉課 0820-52-5810 0820-52-5967 
fukushi@town.tabuse.yamaguchi

.jp 

平生町  町民福祉課 0820-56-7113 0820-56-5603 fukushi@town.hirao.lg.jp 

阿武町  健康福祉課 08388-2-3115 08388-2-2090 minsei02@town.abu.lg.jp 
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市町（住宅部局） 

担当部局 電話番号 FAX E-Mail 

下関市 住宅政策課 083-231-4101 083-233-7414 
ksjutaku@city.shimonoseki.yam

aguchi.jp 

宇部市 住宅政策課 0836-34-8427 0836-22-6049 
jyuutakuka@city.ube.yamaguchi

.jp 

山口市 建築課 083-934-2843 083-934-2656 kenchiku@city.yamaguchi.lg.jp 

萩市  建築課 0838-25-2314 0838-25-4011 kentiku@city.hagi.lg.jp 

防府市 建築課 0835-25-2178 0835-25-8863 
kenchiku@city.hofu.yamaguchi.

jp 

下松市 住宅建築課 0833-45-1851 0833-44-3613 jyuuken@city.kudamatsu.lg.jp 

岩国市 建築住宅課 0827-29-5138 0827-24-4208 kenchiku@city.iwakuni.lg.jp 

光市  建築住宅課 0833-72-1566 0833-72-3478 
kenchikujuutaku@city.hikari.l

g.jp 

長門市 建築住宅課 0837-23-1186 0837-22-5155 jutaku@city.nagato.lg.jp 

柳井市  

  都市計画・建築課 
0820-22-2111 0820-23-5699 toshikeikaku@city-yanai.jp 

美祢市 建設課 0837-52-1116 0837-52-5698 
kensetsu.kanri@city.mine.lg,j

p 

周南市 住宅課 0834-22-8282 0834-22-8325 jutaku@city.shunan.lg.jp 

山陽小野田市 

    建築住宅課 
0836-82-1166 0836-83-2604 

kenchiku@city.sanyo-onoda.lg.

jp 

周防大島町 

    生活衛生課 
0820-79-1010 0820-79-1022 

seikatsu@town.suo-oshima.lg.j

p 

和木町 都市建設課 0827-52-2197 0827-52-7279 kensetu@town.waki.lg.jp 

上関町 土木建築課 0820-62-0315 0820-62-1528 
kenchiku@town.kaminoseki.lg.j

p 

田布施町 建設課 0820-52-5807 0820-52-0140 kenstsu@town.tabuse.lg.jp 

平生町  建設課 0820-56-7118 0820-56-3864 kenchiku@town.hirao.lg.jp 

阿武町 土木建築課 08388-2−3112 08388-2-0100 sisetu@town.abu.lg.jp 
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関係団体 

担当部局 電話番号 FAX E-Mail 

山口県施設管理財団 

 山口支所 083-934-2004 083-920-4222  

岩国支所 0827-30-1030   

周南支所 0834-27-6780   

宇部支所 0836-37-0878   

下関支所 083-228-0310   

ＵＲ都市機構 

 九州支社 
092-722-1021 092-722-4406 

 

山口県 

宅地建物取引業協会 
083-973-7111 083-973-7522 

 

全日本不動産協会 

山口県本部 
083-974-2103 

083-974-2104 

 

 

山口県 

賃貸住宅経営者協会 
083-253-8771 083-254-0695 

 

山口中央 

賃貸住宅経営者協会 
083-257-0246 083-257-0248 

 

日本賃貸住宅管理協会 03-6265-1555 03-6265-1556  

プレハブ建築協会 03-5280-3121 03-5280-3127  

全国木造建設事業協会 03-5540-6678 03-5540-6679  

 

九州・山口災害協定担当窓口（住宅提供に係る事項） 

県名 部（局） 課 電話番号 FAX 

福岡県 建築都市部 県営住宅課 092-643-3739 092-643-3753 

佐賀県 県土整備部 建築住宅課 0952-25-7368 0952-25-7316 

長崎県 土木部 住宅課 095-894-3102 095-894-3464 

熊本県 土木部 住宅課 096-333-2550 096-384-5472 

大分県 土木建築部 公営住宅室 097-506-4684 097-506-1779 

宮崎県 県土整備部 建築住宅課 0985-26-7196 0985-20-5922 

鹿児島県 土木部 建築課住宅政策室 099-286-3735 099-286-5637 

沖縄県 土木建築部 住宅課 098-866-2418 098-866-2800 

山口県 土木建築部 住宅課 083-933-3880 083-933-3899 
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